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ソ

連
共
産
党
の
政
治
局

－
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
比
較
研
究
i中

　
沢
　
精
　
次

β良

は
　
し
　
が
　
き

　
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
研
究
の
領
域
に
お
い
て
も
、
一
九
六
〇
年
代
特
に
そ
の
後
半
に
入
つ
て
か
ら
は
、
研
究
者
に
方
法
論
的
な
自
覚
が
強
く
要
求
さ

　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
分
析
方
法
の
独
自
性
を
意
識
し
た
研
究
業
績
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
公
け
に
さ
れ
る
と
と
も
に
、
方
法
自
体
が
し
ば
し
ば
主
題
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に
論
議
さ
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
論
上
の
提
案
が
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ウ
ン
（
》
甲
卑
。
名
昌
）
に
よ
る
と

「
将
来
も
つ
と
も
有
望
な
分
析
技
法
の
一
つ
は
ソ
ヴ
ェ
ト
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
関
す
る
集
合
的
な
資
料
の
収
集
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
政
治
の
指
導

的
な
ポ
ス
ト
に
あ
る
人
々
の
公
的
な
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
作
成
と
党
機
関
の
よ
う
な
特
定
の
機
関
の
構
成
員
に
み
ら
れ
る
経
歴
上
の
パ
タ
ー
ン
の
発

見
と
を
可
能
に
す
る
。
特
に
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
の
研
究
は
特
定
の
役
職
や
地
域
の
相
対
的
な
政
治
的
重
要
性
は
無
論
の
こ
と
ソ
ヴ
ェ
ト
政
治
に
お

け
る
私
的
隷
属
関
係
の
解
明
に
も
興
味
深
い
新
し
い
光
を
投
ず
る
と
思
わ
れ
る
。
数
量
化
の
可
能
な
資
料
に
よ
る
エ
リ
ー
ト
分
析
は
ま
さ
に
ソ
ヴ

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
　
　
（
八
五
三
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
（
八
五
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

エ
ト
研
究
の
成
長
点
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
な
る
ほ
ど
、
ソ
ヴ
ェ
ト
の
政
治
エ
リ
ー
ト
に
つ
い
て
は
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
（
冒
言
》
貯
ヨ
曾
3
轟
）
、
ホ
ー
ネ
ッ
ト
（
9
2
寓
＆
冨
ε
、
ヒ

ュ
ー
（
旨
震
q
自
窪
讐
）
、
ゲ
ー
レ
ン
（
峯
畠
器
一
7
9
三
9
）
、
フ
レ
ー
ロ
ン
（
零
＆
魯
。
国
R
8
）
、
フ
ラ
ン
ク
（
勺
9
震
閏
轟
良
）
、
あ
る
い
は
ブ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ヅ
ク
ゥ
ェ
ル
（
寄
冨
旨
甲
田
霧
犀
幕
ε
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
す
で
に
数
多
く
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
研
究
を
個
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ミ
ラ
ー
（
甘
ぎ
串
竃
田
ε
の
共
和
国
党
中
央
委
員
会
の
第
一
書
記
と
第
二
書
記
を
対
象
と
し
た
論
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

や
ヒ
ル
（
寄
臣
匡
い
霞
ε
の
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
の
チ
ィ
ラ
ー
ス
ポ
リ
（
↓
壱
零
5
き
）
市
の
政
治
エ
リ
ー
ト
を
扱
つ
た
事
例
研
究
、
あ
る
い
は
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

リ
グ
ビ
ー
（
一
第
盈
α
Q
冨
）
の
『
ソ
連
共
産
党
の
党
員
、
一
九
一
七
－
一
九
六
七
年
』
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ぎ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

い
。
特
に
、
「
ソ
ヴ
ェ
ト
共
産
党
の
社
会
的
構
成
を
体
系
的
に
分
析
し
た
最
初
の
政
治
学
者
の
一
人
」
と
も
み
ら
れ
る
リ
グ
ビ
ー
は
、
党
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

的
構
成
ば
か
り
で
な
く
、
最
近
は
『
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
後
の
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
』
や
『
レ
ー
ニ
ン
指
導
下
の
ソ
ヴ
ェ
ト
政
府
』
に
も
関
心
を
向
け
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
一
九
七
二
年
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
政
治
局
と
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
政
治
局
を
政
治
局
員
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
通
し
て
比
較
し
た
興

　
　
　
（
n
）

味
深
い
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
周
知
の
よ
う
に
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
書
記
長
在
任
年
数
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
そ
れ
（
一
九
二
三
年
四
月
－
一
九
五
三
年

三
月
）
に
は
ま
だ
及
ば
な
い
が
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
そ
れ
（
一
九
五
三
年
九
月
ー
一
九
六
四
年
一
〇
月
）
を
す
で
に
、
第
二
五
回
党
大
会
（
一
九
七
六

年
三
月
）
の
時
点
で
こ
え
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
党
大
会
で
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
に
は
聞
か
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
た
よ
う
な
書
記
長

讃
歌
が
斉
唱
さ
れ
た
。
「
平
和
と
人
民
の
幸
福
の
た
め
に
闘
う
勇
敢
な
戦
士
」
で
あ
る
と
か
　
「
偉
大
な
レ
ー
ニ
ン
の
事
業
の
忠
実
な
継
承
者
、
現

代
の
卓
越
し
た
政
治
家
」
で
あ
る
と
い
つ
た
よ
う
に
、
討
論
演
説
に
登
壇
し
た
各
共
和
国
党
の
第
一
書
記
を
は
じ
め
と
し
て
地
方
、
州
亀
の
第
一
書

記
な
ど
の
党
要
人
計
六
二
名
の
い
ず
れ
も
が
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
を
称
え
、
ま
た
そ
れ
が
四
、
九
〇
〇
名
を
こ
す
大
会
代
議
員
の
長
い
拍
手
に

よ
つ
て
飾
ら
れ
た
．
一
九
五
九
年
以
来
ウ
ズ
ベ
ク
の
党
第
一
書
記
を
勤
め
、
ま
た
一
九
六
一
年
か
ら
は
政
治
局
員
候
補
を
兼
ね
て
い
る
ラ
シ
ド
フ



（
巨
マ
評
日
琵
畠
）
も
例
外
で
は
な
い
。
第
二
二
回
党
大
会
（
一
九
六
一
年
）
で
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
兼
首
相
を
「
も
つ
と
も
親
し
い
友
人
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

大
切
な
も
つ
と
も
愛
す
る
教
師
」
と
呼
ん
で
い
た
彼
は
、
そ
の
一
五
年
後
の
第
二
五
回
党
大
会
で
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
を
「
わ
が
人
民
と
全
世

界
の
勤
労
者
の
燃
え
る
よ
う
な
愛
、
共
感
、
そ
し
て
尊
敬
を
集
め
た
生
粋
の
労
働
者
の
息
子
、
人
民
の
息
子
、
共
産
党
の
息
子
」
と
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

ま
た
「
現
代
の
も
つ
と
も
卓
越
し
た
政
治
家
、
も
つ
と
も
影
響
力
の
あ
る
政
治
家
」
と
も
称
え
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
党
大
会
の
閉
会
後
間
も
な

い
五
月
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
ソ
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
か
ら
ソ
連
邦
元
帥
の
称
号
を
お
く
ら
れ
、
ま
た
彼
の
生
れ
故
郷
で
あ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ド
ニ

ィ
エ
プ
巨
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
ク
市
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
第
一
書
記
シ
チ
ェ
ル
ビ
ッ
キ
ー
（
甲
甲
三
8
曾
昊
量
）
の
司
会
で
書
記
長
の
胸
像
の
盛
大
な

除
幕
式
が
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
七
七
年
の
五
月
に
は
、
そ
の
前
年
に
金
星
の
元
帥
星
章
と
元
帥
任
官
状
を
ブ
レ
ジ
ネ
フ
に
授
与
し
た
ソ
連

邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
の
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
（
冥
甲
口
o
肩
o
冨
邑
）
が
政
治
局
員
を
解
任
さ
れ
、
六
月
の
ソ
連
邦
最
高
会
議
で
は
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ

イ
に
か
わ
つ
て
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
幹
部
会
議
長
に
就
任
し
、
一
〇
月
の
臨
時
ソ
連
邦
最
高
会
議
で
は
新
憲
法
草
案
に
関
す
る
報
告
を
行
つ
て
い
る
。

そ
し
て
、
連
邦
憲
法
の
改
正
が
一
九
六
二
年
の
四
月
に
公
け
に
さ
れ
草
案
起
草
の
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
か
ら
一
五
年
を
経
た
一
〇
月
七
日
に
、

草
案
は
ソ
連
邦
最
高
会
議
の
連
邦
・
民
族
合
同
会
議
で
採
択
さ
れ
た
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
三
六
年
制
定
の
旧
連
邦
憲
法
が
一
般
に
ス
タ
ー
リ
ン

憲
法
と
呼
ば
れ
て
ぎ
た
先
例
に
な
ら
つ
て
現
行
連
邦
憲
法
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
憲
法
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
の
威
信
が
こ

こ
一
、
二
年
の
間
に
か
く
も
急
速
に
高
ま
つ
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
党
の
中
枢
で
あ
る
政
治
局
の
構
成
に
も
す
で
に
な
ん
ら
か
の
変
化

が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ソ
連
共
産
党
中
央
委
員
会
政
治
局
（
ヲ
養
↓
田
①
爵
8
a
喜
o
ロ
ズ
ズ
コ
O
O
）
す
な
わ
ち
一
般
に
は
政
治
局
（
ヨ
葭
a
茗
o
）
と
呼
ば
れ
た
党
中
枢

機
関
の
歴
史
は
古
い
。
そ
れ
は
、
革
命
直
前
の
一
〇
月
二
三
目
に
、
蜂
起
を
目
的
と
し
た
党
の
当
面
の
政
治
指
導
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
が
、
政

治
局
員
の
一
人
で
あ
つ
た
ト
・
ツ
キ
ー
を
議
長
と
す
る
軍
事
革
命
委
員
会
が
蜂
起
の
指
導
的
役
割
を
果
し
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
機
能
す
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

く
し
て
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
革
命
後
、
ご
く
少
数
の
構
成
員
か
ら
な
る
最
高
指
導
機
関
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
て
、
一
九
一
九
年
の
三
月
二
五

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
（
八
五
五
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
（
八
五
六
）

日
に
、
レ
ー
ニ
ン
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
カ
ー
メ
ネ
フ
（
静
切
密
莞
＝
窃
）
ク
レ
ス
チ
ン
ス
キ
ー
（
冥
ユ
・
谷
9
望
胃
堅
詠
）
の
五
名

（
他
に
三
名
の
政
治
局
員
候
補
）
か
ら
な
る
政
治
局
が
再
び
設
け
ら
れ
、
党
の
中
枢
機
関
と
し
て
存
続
し
て
き
た
が
、
こ
の
間
に
政
治
局
が
そ
の
本

来
の
役
割
を
一
貫
し
て
果
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
一
九
二
〇
年
代
の
中
頃
に
あ
つ
て
は
「
争
い
合
う
独
裁
者
た
ち
の
主

（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

戦
場
」
と
化
し
て
い
た
。
ま
た
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
と
ス
タ
ー
リ
ン
の
晩
年
に
お
い
て
は
政
治
局
の
会
議
も
稀
に
し
か
開
か
れ
な
か
つ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
に
は
そ
の
本
来
の
役
割
を
と
り
も
ど
し
て
政
策
決
定
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
最
近
こ
の
機
関
つ
ま

り
政
治
局
に
お
け
る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
指
導
性
が
盛
ん
に
強
調
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
の
「
率
い
る
」
（
8
ヨ
詣
の
）
政
治
局
と
い

つ
た
よ
う
な
表
現
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
「
書
記
長
の
率
い
る
政
治
局
」
と
い
う
表
現
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
兼
首
相
が
政
治
局
の
会
議
を
司
会
し
て
い
た
当
時
は
無

論
の
こ
と
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
一
四
目
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
か
わ
つ
て
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
書
記
長
と
な
つ
た
当
初
に
お
い
て
は
み
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

一
九
六
六
年
の
第
二
三
回
党
大
会
で
登
壇
し
た
あ
る
代
議
員
が
「
書
記
長
の
率
い
る
政
治
局
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
は
第
二
四

回
党
大
会
で
は
ま
つ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
五
回
党
大
会
で
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
個
人
の
政
治
局
に
お
け
る
指
導
的
権
威
の
鮮
明

化
を
意
識
し
た
前
記
の
よ
う
な
用
法
が
一
般
化
し
た
。
し
か
も
、
表
現
の
形
式
ば
か
り
で
な
く
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
個
人
の
権
威
の
強
化
が
既

述
し
た
よ
う
に
党
の
内
外
に
お
い
て
現
に
進
行
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
寡
頭
化
か
独
裁
化
か
と
い
つ
た
問
題
が
改
め
て
提
起
も
さ
れ
よ
う
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

ま
ず
、
本
稿
で
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
政
治
局
す
な
わ
ち
一
九
七
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
政
治
局
を
、
政
治
局
員
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
通
し
て
、

過
去
の
政
治
局
と
比
較
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
比
較
の
対
象
に
は
一
九
五
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
政
治
局
を
選
ん
だ
。
二
〇
年
と
い

う
区
切
り
の
よ
い
時
問
的
な
隔
た
り
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
政
冶
局
は
個
人
脆
拝
を
否
走
し
て
集
団
指
導
の
原
則
の
下
に
発
足
し
た
フ
ル
シ

　
　
　
ヤ

チ
ョ
フ
の
政
治
局
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
拙
稿
「
ソ
ヴ
ェ
ト
研
究
の
課
題
」
（
『
共
産
圏
問
題
』
第
一
七
巻
第
五
号
、
一
1
＝
…
頁
）
参
照
。



（
2
）
　
最
近
、
ゴ
イ
ヤ
ー
（
》
ρ
＝
2
辞
）
が
方
法
論
上
の
興
味
深
い
提
案
を
し
て
い
る
。
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O
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ω
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α
　
国
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（
］
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図
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（
①
麟
》
矯
　
、
O
欺
、
軌
ら
“
、
的
ら
賊
軸
§
ら
偽
黛
ミ
軋
肉
、
恥
“
　
的
牒
黛
載
馬
馬
物
惜
肉
馬
鳴
貸
、
恥
も
、
、
“
、
、
§
鴨
、
砺
●
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】
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一
〇
〇
ヨ
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口
駁
け
O
巨
｝
一
㊤
刈
㎝
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℃
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3
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国
田
Q
毛
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の
ミ
ミ
ぎ
欺
畿
身
§
織
き
ミ
讐
ミ
縛
爵
ミ
恥
（
ピ
o
＆
8
レ
o
謬
）
も
●
障
。

（
4
）
　
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
下
記
の
よ
う
な
研
究
が
あ
ろ
。
冒
『
昌
》
》
同
ヨ
ω
需
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動
も
ミ
乳
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ご
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α
q
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．
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＜
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①
け
O
o
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Φ
9
ヨ
①
箕
ω
ご
8
区
げ
毎
ω
ぎ
冨
＜
．
．
燭
ぎ
ミ
5
矯
ぎ
一
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蚤
一
鴇
2
0
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H
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昌
這
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唇
．
望
旨
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（
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）
り
目
即
戯
ぴ
ざ
、
、
↓
ぎ
ω
o
＜
一
9
0
0
お
寡
ヨ
①
旨
犀
＆
段
ピ
Φ
巳
昌
、
、
（
一
九
七
七
年
六
月
三
ー
五
日
に
開
催
さ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
史
学
会
に
お
け
る

　
　
　
報
出
・
）

（
n
）
B
甲
困
讐
網
．
、
月
ぎ
ω
o
≦
9
勺
o
一
一
暮
瑛
o
“
》
O
o
B
冨
遷
ユ
話
零
o
窪
Φ
一
雷
一
－
『
一
、
．
の
ミ
嚢
的
ミ
無
婁
く
o
一
し
【
図
H
＜
℃
2
0
。
一
（
一
巳
団
這
鳶
y
窓
●
ω
－

　
　
　
N
Go

．

（
1
2
）
　
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
、
「
書
記
長
」
（
「
器
冨
き
ま
轟
o
突
需
冨
写
）
に
か
わ
っ
て
「
第
一
書
記
」
（
コ
巷
田
悪
8
も
o
鍔
厚
）
と
い
う
名
称
が
一
九
六
六
年
四
月
の

　
　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
（
八
五
七
）



　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
（
八
五
八
）

　
党
規
約
の
改
正
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が
つ
て
一
九
五
三
年
几
月
の
中
央
委
員
会
総
会
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
第
一
書
記
に
選
ば
れ
て
か
ら
六
六
年
四
月
の
党
規
約
改
正
ま
で

　
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
無
論
の
こ
と
彼
の
後
を
つ
い
だ
ブ
レ
ジ
ネ
フ
も
正
し
く
は
書
記
長
と
呼
び
得
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
本
橋
で
は
書
記
長
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
1
3
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Φ
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G
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＜
o
一
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N
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（
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）
　
切
Φ
旨
声
日
U
・
を
o
匡
ρ
映
ミ
§
魯
冬
ミ
ミ
ミ
勲
ミ
黛
、
恥
Q
ミ
無
（
び
o
＆
o
P
冨
日
y
P
N
8
・
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
い
わ
ゆ
る
『
秘
密
演
説
』
に
つ
い
て
は
、
切
Φ
旨
声
目

　
∪
・
ミ
o
罵
P
§
ミ
客
さ
建
籍
遷
概
勲
ミ
き
．
勉
O
ぎ
駄
（
ピ
8
＆
P
量
鴇
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
た
。

（
1
8
）
　
あ
る
代
議
員
と
は
サ
ラ
ト
フ
州
ヴ
ォ
リ
ス
キ
ー
区
党
書
記
フ
ィ
リ
ノ
ー
ヴ
ァ
（
一
ρ
員
●
⇔
§
臣
o
困
）
を
指
す
図
図
自
一
〇
げ
①
駕
ズ
o
霞
寓
k
塁
忠
＝
器
突
息
コ
巷
↓
…

　
O
O
国
①
↓
O
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〇
∩
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切
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①
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O
憎
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一
　
政
治
局
員
の
専
任
ポ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
ソ
連
共
産
党
の
政
策
決
定
機
関
で
あ
る
政
治
局
に
は
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
局
t
書
記
局
と
は
異
な
つ
て
、
政
治
局
専
任
の
構
成
員
と
い

う
も
の
は
い
な
い
。
政
治
局
員
（
お
よ
び
政
治
局
員
候
補
）
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
任
の
ポ
ス
ト
を
党
機
関
か
あ
る
い
は
政
府
機
関
に
、
時
に

は
そ
の
他
の
公
共
機
関
に
お
い
て
も
つ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
専
任
ポ
ス
ト
が
政
治
局
員
た
り
得
る
資
格
を
と
も
な
つ
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
そ
の
時
々
の
政
治
局
に
よ
つ
て
政
治
局
員
の
数
が
変
わ
つ
て
い
る
た
め
に
、
速
答
し
が
た
い
。
政
治
局
が
再
設
置
さ
れ
た
当
時
は
五

名
、
そ
の
後
次
第
に
増
加
し
て
九
名
な
い
し
一
〇
名
と
な
り
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
の
第
一
九
回
党
大
会
時
に
は
ー
よ
り
正
確
に
い
う
と
第
一

九
回
党
大
会
選
出
の
中
央
委
員
会
の
第
一
回
総
会
に
お
い
て
は
、
二
五
名
も
の
政
治
局
員
が
選
出
さ
れ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
規
模
は
縮
小
し

て
一
〇
ー
一
一
名
と
な
り
、
そ
の
後
一
四
ー
一
五
名
と
な
つ
た
一
時
期
も
あ
つ
た
が
、
再
び
旧
に
復
し
て
一
一
名
程
度
と
な
つ
た
。
し
か
し
、
一

九
七
一
年
の
第
二
四
回
党
大
会
時
に
一
五
名
、
一
九
七
六
年
の
第
二
五
回
党
大
会
時
に
は
一
六
名
と
な
つ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
政
治
局
員
の
選

任
あ
る
い
は
解
任
は
中
央
委
員
会
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
々
の
構
成
員
数
に
は
増
減
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
最
近
の
政
治
局
に
お



い
て
も
構
成
員
数
そ
の
も
の
が
時
々
に
変
わ
つ
て
い
る
の
で
、
政
治
局
の
構
成
に
は
、
必
ず
、
書
記
長
、
達
邦
閣
僚
会
議
議
長
ー
首
相
、
連
邦
最

高
会
議
幹
部
会
議
長
、
党
統
制
委
員
会
議
長
、
そ
し
て
若
干
名
の
連
邦
閣
僚
会
議
第
一
副
議
長
ー
第
一
副
首
相
も
し
く
は
連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

ー
副
首
相
と
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
ー
党
書
記
が
加
わ
つ
て
は
い
る
も
の
の
、
政
治
局
員
を
兼
ね
る
第
一
副
首
相
や
党
書
記
の
数
は
一
定
し
て

い
な
い
し
、
ま
た
政
治
局
員
を
兼
ね
る
そ
の
他
の
専
任
ポ
ス
ト
も
時
に
よ
つ
て
変
わ
る
。
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
議
長
が
政
治
局
員
を
兼

　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ね
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
つ
ぎ
に
一
九
五
七
年
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
の
専
任
ポ
ス
ト
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

一
九
五
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
政
治
局
員

ア
リ
ス
ト
フ
（
》
・
ワ
＞
℃
＝
自
O
切
）

ベ
リ
ヤ
エ
フ
（
＝
．
寓
●
団
①
』
国
①
弱
）

ブ
レ
ジ
ネ
フ
（
静
＝
・
団
℃
O
製
鵠
畠
）

ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
（
＝
・
＞
●
団
蜜
詣
「
四
鋸
主
）

ヴ
ォ
ロ
シ
ロ
フ
（
ズ
。
国
●
㊦
O
℃
O
目
属
』
O
閃
）

イ
グ
ナ
ト
フ
（
＝
．
づ
＝
『
＝
鴛
O
閃
）

キ
リ
チ
ェ
ン
コ
（
ン
＝
・
ズ
＝
窟
罎
o
＝
課
o
）

コ
ズ
ロ
フ
（
台
●
マ
ズ
O
ω
旨
O
の
）

ク
ー
シ
ネ
ソ
（
○
。
甲
ズ
k
賓
畠
＝
①
＝
）

、
・
・
コ
ヤ
ン
（
＞
9
寓
・
三
＝
民
O
ぬ
エ
）

ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
（
＝
●
＞
●

ス
ス
ロ
フ
（
三
●
＞
・
O
蜜
O
旨
O
切
）

フ
ル
ツ
ェ
ワ
（
国
●
＞
。
臼
『
℃
月
①
切
酋
）

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
（
＝
。
Q
×
℃
堵
月
Φ
ω
）

シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
（
工
・
』
≦
・
H
口
閃
の
℃
開
幽
＝
ヌ
）

　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
・
ヵ
ザ
フ
党
中
央
委
員
会
第
一
書
記

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
閣
僚
会
議
議
長

連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

ロ
シ
ア
共
和
国
閣
僚
会
議
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
閣
僚
会
議
第
一
副
議
長

三
緒
養
召
釜
畠
）
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

　
　
　
　
　
　
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

　
　
　
　
　
　
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

　
　
　
　
　
　
連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
長

　
　
　
　
　
　
連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
党
統
制
委
員
会
議
長

七
　
　
（
八
五
九
）



　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局

一
九
七
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
政
治
局
員

．
フ
レ
ジ
ネ
フ
（
き
＝
’
団
℃
①
製
＝
畠
）

ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
（
一
〇
．
甲
＞
＝
h
℃
O
口
o
閃
）

グ
リ
シ
ン
（
甲
甲
「
℃
＝
目
＝
＝
）

グ
ロ
ム
イ
コ
（
ン
＞
．
り
℃
O
ζ
ぴ
戻
O
）

キ
リ
レ
ン
コ
（
＞
・
コ
・
ズ
属
℃
属
鵠
Φ
＝
民
o
）

コ
ス
イ
ギ
ン
（
＞
。
工
。
ズ
0
9
一
≡
エ
）

ク
ラ
コ
フ

ク
ナ
エ
フ

マ
ズ
ロ
フ

ペ
リ
シ
ェ

ロ
マ
ノ
フ

ス
ス
ロ
フ

　　 　　 　　 　　 　　 　
3ワ》界尊曾
＞甲幹ツセ・増

ウ
ス
チ
ノ
フ
（
員
。

シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
i

ズ
岩
9
。
否
o。
）

ξ
ぎ
畠
）

三
帥
昌
℃
畠
）

コ
Φ
き
目
①
）

℃
O
竃
㊤
＝
O
国
）

。
O
望
g
8
）

曾
気
q
＝
＝
o
o
o
）

　
（
切
・
甲
月
①
℃
曾
長
憲
）

　
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
を
比
較
す
る
と
、

か
ら
、
両
者
は
ま
ず
規
模
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
等
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

首
相
、
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
は
無
論
の
こ
と
、

政
治
局
員
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
と
い
う
点
で
も
両
者
は
共
通
し
て
お
り
、

任
で
あ
つ
て
、
党
専
任
の
政
治
局
員
が
わ
ず
か
四
名
に
す
ぎ
な
か
つ
た
一
九
五
一
年
（
二
一
旦
三
日
現
在
）

か
も
ま
た
、
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
が
首
相
を
、

八
　
　
（
八
六
〇
）

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
長
・
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長

連
邦
国
家
保
安
委
員
会
議
長

モ
ス
ク
ワ
市
党
委
員
会
第
一
書
記

連
邦
外
務
大
臣

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
閣
僚
会
議
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

カ
ザ
フ
党
中
央
委
員
会
第
一
書
記

連
邦
閣
僚
会
議
第
一
副
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
党
統
制
委
員
会
議
長

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
党
委
員
会
第
一
書
記

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記

連
邦
国
防
大
臣

ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
中
央
委
員
会
第
一
書
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
構
成
員
数
の
点
で
は
前
者
が
一
五
名
そ
し
て
後
者
が
一
四
名
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
専
任
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
み
る
と
い
ず
れ
に
も
、
書
記
長
、

第
一
副
首
相
、
党
統
制
委
員
会
議
長
、
若
干
名
の
党
書
記
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
党
専
任
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
点
で
は
、
政
治
局
員
一
一
名
の
う
ち
一
〇
名
が
政
府
専

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
政
治
局
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
し

マ
レ
ン
コ
フ
（
ワ
3
三
pD
潟
羨
畠
）
党
書
記
が
副
首
相
を
、
ア
ン
ド
レ
エ
フ
（
＞
．
＞
●
＞
墨
℃
①
①
切
）



党
統
制
委
員
会
議
長
が
副
首
相
（
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
問
題
委
員
会
議
長
）
を
そ
れ
ぞ
れ
兼
任
し
て
い
た
一
九
五
一
年
の
政
治
局
あ
る
い
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ

書
記
長
が
首
相
を
兼
任
し
て
い
た
一
九
五
八
年
三
月
以
後
の
政
治
局
に
見
受
け
ら
れ
た
よ
う
な
党
・
政
府
兼
任
の
政
治
局
員
は
、
一
九
五
七
年
の

政
治
局
に
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
も
ま
た
見
当
ら
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
局
員
の
専
任
す
る
ポ
ス
ト
を
さ
ら
に
類
別
し
て
み
る
と
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
顕
著

な
差
異
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
ま
ず
前
者
に
お
い
て
は
書
記
長
を
除
く
党
専
任
の
政
治
局
員
一
〇
名
の
う
ち
の
九
名
が
党
書
記
で

あ
る
が
、
後
者
に
あ
つ
て
は
書
記
長
を
除
く
党
専
任
の
政
治
局
員
八
名
の
う
ち
党
書
記
は
三
名
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
。
視
点
を
か
え
て
い
え
ば
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
は
当
時
構
成
員
一
一
名
の
書
記
局
か
ら
九
名
の
党
書
記
を
政
治
局
に
引
き
入
れ
た
の
に
対
し
て
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が

政
治
局
に
引
き
入
れ
た
党
書
記
は
書
記
局
構
成
員
一
一
名
の
う
ち
の
三
名
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
三
名
の
い
わ
ぽ
中
央
党
書
記
の
外
に
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
、
ヵ
ザ
フ
、
モ
ス
ク
ワ
市
お
よ
び
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
の
党
第
一
書
記
、
つ
ま
り
計
四
名
の
地
方
党
書
記
が
政
治
局
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
も
と
も
に
数
の
上
で
は
党
書
記
が
支
配
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
の
党
書

記
支
配
が
前
者
に
あ
つ
て
は
地
方
党
書
記
の
犠
牲
の
上
に
、
後
者
に
お
い
て
は
中
央
党
書
記
の
犠
牲
に
よ
つ
て
確
保
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
第

一
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
第
二
の
差
異
は
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
も
首
相
と
第
一
副
首
相
の
外
に
政
府
専
任

の
政
治
局
員
が
加
わ
つ
て
は
い
る
が
、
後
者
に
は
、
前
者
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
共
和
国
の
首
相
で
は
な
く
て
連
邦
の
し
か
も
国
防
、
外
務
、
保
安

と
い
つ
た
実
務
担
当
の
閣
僚
三
名
が
加
わ
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
第
三
の
差
異
は
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
書
記
長
が
連
邦

最
高
会
議
を
代
表
す
る
ポ
ス
ト
を
兼
ね
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
が
兼
任
し
て
い
る
ポ
ス
ト
は
連
邦
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

会
議
幹
部
会
議
長
で
あ
つ
て
、
か
つ
て
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
よ
う
に
首
相
を
兼
任
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
党
書
記
が
連
邦
最
高
会
議
幹
部

会
議
長
を
兼
ね
て
い
た
例
は
な
い
わ
け
で
も
な
く
、
一
九
六
三
年
六
月
ブ
レ
ジ
ネ
フ
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
兼
政
治
局
員
が
党
書
記
に
選
出

さ
れ
、
翌
六
四
年
七
月
ま
で
党
書
記
兼
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
を
勤
め
て
い
た
。

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
（
八
六
一
）



（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

　
ス
タ
ー
リ
ン
（
国
●
ゆ
。
（
↓
＝o
』
謡
＝
）

　
モ
戸
ト
フ
（
ゆ
。
』
≦
●
』
≦
O
』
○
↓
O
閃
）

　
マ
レ
ン
コ
フ
（
「
。
』
≦
●
』
≦
薗
為
Φ
＝
民
O
閃
）

　
ベ
リ
ヤ
（
』
・
「
［
・
団
Φ
℃
凶
）

ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
　
（
八
六
二
）

　
一
九
五
二
年
一
〇
月
の
第
一
九
回
党
大
会
で
政
治
局
は
幹
部
会
口
℃
8
長
ξ
寓
と
改
称
さ
れ
た
が
、
一
九
六
六
年
四
月
の
第
一
…
回
党
大
会
で
政
治
局
と
い
う
伝
統
的
な
名

称
に
か
え
つ
た
。
し
た
が
つ
て
そ
の
間
の
政
治
局
は
幹
部
会
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
便
宜
上
、
政
治
局
と
い
う
名
称
で
統
一
し
た
。
な
お
、
共
和
国
レ
ヴ
ェ
ル
の
党
組
織
で
は

ビ
ュ
ー
ロ
ー
切
δ
℃
o
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
に
か
ぎ
つ
て
政
治
局
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
論
で
い
う
政
治
局
は
そ
れ
を
指
す
も
の
で
は

な
い
。

　
一
九
六
七
年
九
月
か
ら
七
五
年
四
月
ま
で
、
シ
ェ
レ
ピ
ン
（
＞
●
工
二
日
窪
雪
臣
）
が
兼
ね
て
い
た
。
中
央
評
議
会
議
長
が
政
治
局
員
を
兼
ね
た
例
は
一
九
五
二
年
に
政
治

局
が
政
治
局
員
二
五
名
に
拡
大
さ
れ
た
際
政
治
局
入
り
し
た
ク
ズ
ネ
ッ
ォ
フ
（
ψ
甲
ズ
鴇
莞
員
8
）
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
は
こ
う
し
た
例
が
な
い
。
グ
リ
シ
ン
の
場
合

は
政
治
局
員
候
補
で
あ
つ
た
。

紹
介
は
、
当
時
の
公
式
発
表
の
順
位
に
よ
る
。
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
時
代
そ
し
て
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
に
入
つ
て
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
・
シ
ア
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
位
に
よ
つ
て

い
た
。

　
一
九
五
一
年
顔
二
旦
三
日
現
在
の
政
治
局
員
と
そ
れ
ぞ
れ
の
専
任
ポ
ス
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
冒
シ
ロ
フ

　
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン

　
カ
ガ
ノ
ヴ
ィ
チ

　
ア
ン
ド
レ
エ
フ

　
、
・
・
コ
ヤ
ン
（
＞
．

　
コ
ス
イ
ギ
ン

　
フ
ル
シ
チ
ョ
フ

（
5
）

　（（（（寧＞』エズ
（
＞
。
エ

（
＝
9

甲
切
o
℃
o
E
ヨ
o
切
）

》
・
身
弩
塁
臣
）

三
。
ズ
畦
壁
o
匿
‘
）

＞
・
＞
＝
七
Φ
Φ
切
）

三
葭
o
塁
）

●
訳
o
o
匡
ヨ
＝
）

Q
×
逗
月
畠
）

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
長
・
連
邦
閣
僚
会
議
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
・
連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
付
属
党
統
制
委
員
会
議
長
・
連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長
・

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長

連
邦
党
中
央
委
員
会
書
記
・
モ
ス
ク
ワ
州
党
委
員
会
第
一
書
記

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
一
九
五
八
年
三
月
二
七
目
か
ら
六
四
年
一
〇
月
一
四
日
ま
で
首
相
を
兼
任
し
て
い
た
。

コ
ル
ホ
ー
ズ
問
題
委
員
会
議
長

二
　
政
治
局
員
の
生
年
、
出
生
地
、
所
属
民
族
、
出
身
階
層
お
よ
び
学
歴



　
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
ク
ラ
コ
フ
は
同
じ
ク
ー
ル
ス
ク
州
の
農
村
生
れ
で
は
あ
つ
て
も
、
第
一
表
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の

生
れ
た
当
時
の
カ
リ
ノ
フ
カ
村
で
は
地
主
階
級
が
、
ク
ラ
コ
フ
の
生
れ
た
当
時
の
フ
ィ
テ
ィ
シ
ュ
村
で
は
ソ
ヴ
ェ
ト
の
官
憲
が
支
配
し
て
い
た
わ

け
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
隔
た
り
が
一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
の
生
年
を
比
較
し
た
場
合
に
ま
ず
指
摘

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
全
政
治
局
の
五
分
の
二
に
当
る
六
名
が
成
人
し
て
か
ら
社
会
主
義
革
命
を
迎
え
て
い
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

対
し
て
、
そ
の
二
〇
年
後
の
政
治
局
で
は
わ
ず
か
一
名
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
に
と
つ
て
は
、
革
命
の
体
験
的
な

記
憶
が
残
つ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
は
な
は
だ
お
ぼ
ろ
げ
な
幼
少
年
時
代
の
記
憶
で
し
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
記
憶
も
あ
り
得
よ
う

は
ず
の
な
い
政
治
局
員
つ
ま
り
革
命
後
生
れ
の
政
治
局
員
が
三
名
ほ
ど
数
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
隔
た
り
と
と
も
に
、
一
九
一
〇
年

生
れ
の
フ
ル
ツ
ェ
ワ
は
最
初
の
そ
し
て
今
ま
で
の
と
こ
ろ
唯
一
人
の
女
性
の
政
治
局
員
で
あ
つ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
つ
ぎ
に
、
出
生
地
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
都
市
で
あ
つ
た
か
農
村
で
あ
つ
た
か
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
都
市
を
出
生
地
と
し
た
政
治
局
員
が
増

加
し
て
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
過
半
数
に
達
し
て
い
る
。
ク
ナ
エ
フ
や
グ
リ
シ
ン
が
生
れ
た
こ
ろ
の
一
九
一
三
年
当
時
の
農
村
人
口
は
全

人
口
の
八
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
、
都
市
人
口
が
農
村
人
口
を
上
廻
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
一
九
六
一
年
以
後
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
す

る
と
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
四
名
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
七
名
と
い
う
都
市
出
身
の
政
治
局
員
の
数
は
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
後
述
す
る
政
治
局
員
の
出
身
階
層
別
の
構
成
と
も
関
連
し
て
い
る
。
な
お
ま
た
、
出
生
地
を
共
和
国
別
に
整
理

し
て
み
る
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
、
ベ
リ
ヤ
（
亭
騨
留
思
）
、
、
・
・
コ
ヤ
ン
に
よ
つ
て
代
表
さ
れ
た
グ
ル
ジ
ァ
や
ア
ル
メ
ニ
ア
の
出
身
者
が
消
え
、
か
わ

つ
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
白
ロ
シ
ア
あ
る
い
は
ウ
ズ
ベ
ク
や
ヵ
ザ
フ
の
出
身
者
の
登
場
が
注
目
を
引
く
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
の
出
身
者
は
一
九
五
七
年

の
政
治
局
で
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
も
や
は
り
圧
倒
的
多
数
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
九
名
が
数
え
ら
れ
る
。
も
つ
と
も
、
人
口
統
計
に
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

わ
れ
た
最
近
の
共
和
国
別
の
人
口
動
態
に
よ
る
と
、
タ
ジ
ク
、
ウ
ズ
ベ
ク
、
カ
ザ
フ
な
ど
の
人
口
増
加
率
は
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
冒
シ
ア

の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
高
く
な
つ
て
い
る
の
で
、
一
九
五
九
年
に
五
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
ま
た
一
九
七
〇
年
に
は
五
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
（
八
六
三
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
（
八
六
四
）

た
・
シ
ア
共
和
国
人
口
の
対
ソ
連
人
口
比
率
は
次
第
に
低
下
し
て
や
が
て
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
割
る
で
あ
ろ
う
が
、
共
和
国
別
人
口
と
共
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

国
別
党
員
数
と
は
必
ず
し
も
平
行
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
成
人
人
口
を
基
に
し
た
共
和
国
別
の
党
組
織
率
を
試
算
す
る
と
、
ロ
シ
ア
の
そ
れ

は
一
九
六
一
年
で
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
全
連
邦
平
均
が
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
一
九
七
三
年
で
は
一
〇
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
（
全
連
邦
平
均
が
八
．
九
パ

ー
セ
ン
ト
）
と
相
変
わ
ら
ず
非
常
に
高
く
、
ま
た
共
和
国
別
党
員
数
の
対
全
党
員
比
率
で
は
・
シ
ア
の
そ
れ
は
最
近
低
下
し
て
き
て
い
る
と
は
い

え
、
　
一
九
七
七
年
（
一
月
一
日
現
在
）
で
も
六
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
・
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
白
・
シ
ア
の
三
共
和
国
を
あ
わ
せ
た
そ
れ
は
八
二
・
七
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ー
セ
ン
ト
）
と
著
し
く
高
い
。
し
た
が
つ
て
、
党
員
の
こ
の
よ
う
な
地
域
分
布
か
ら
す
る
と
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
あ
る
い
は
一
九
七
七
年
の
政

治
局
に
お
け
る
・
シ
ア
出
身
の
政
治
局
員
の
比
率
（
も
し
く
は
・
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
ィ
ナ
、
白
・
シ
ア
の
三
共
和
国
出
身
の
政
治
局
員
の
比
率
）
が
異
常
に
高

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
で
は
、
政
治
局
員
を
出
生
地
別
で
は
な
く
、
所
属
民
族
（
器
量
畠
雪
臣
0
3
ぴ
）
別
に
整
理
し
た
場
合
に
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
、
所
属
民
族
と
出
生
地
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
。
同
じ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
生
れ
で
は
あ
つ
て
も
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
る

が
、
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
で
あ
る
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
所
属
民
族
を
確

　
　
　
（
5
）

認
す
る
方
途
が
な
い
の
で
、
一
九
五
一
年
（
二
一
旦
壬
日
現
在
）
の
政
治
局
あ
る
い
は
一
九
七
一
年
（
一
二
旦
三
日
現
在
）
の
政
治
局
を
一
九
七

七
年
の
政
治
局
と
の
比
較
対
象
と
し
て
み
る
と
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
、
一
九
五
一
年
の
政
治
局
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
グ
ル
ジ
ヤ
人
、
ア
ル

メ
ニ
ア
人
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
見
当
ら
な
い
。
か
わ
つ
て
、
第
一
表
に
明
ら
か
な
よ
う
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
や
白
ロ
シ
ア
人
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
一
九

七
一
年
の
政
治
局
に
は
四
名
（
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
、
シ
ェ
レ
ス
ト
、
ポ
リ
ヤ
ン
ス
キ
i
、
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
）
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
政
治
局
員
と
一
名
（
マ
ズ

・
フ
）
の
白
ロ
シ
ア
人
政
治
局
員
が
加
わ
つ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
五
一
年
の
政
治
局
で
は
ロ
シ
ア
人
政
治
局
員
が
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
ス

ラ
ヴ
系
民
族
の
政
治
局
員
も
六
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
つ
た
が
、
一
九
七
一
年
の
政
治
局
で
は
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
ス
ラ
ヴ
系
民
族
の
政
治
局
員
は
八
七
パ

ー
セ
ン
ト
）
、
そ
し
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
（
ス
ラ
ヴ
系
民
族
の
政
治
局
員
は
八
六
パ
ー
セ
ソ
ト
）
を
占
め
て
お
り
、
数
の
上



で
の
政
治
局
に
お
け
る
・
シ
ア
人
支
配
し
た
が
つ
て
ま
た
ス
ラ
ヴ
系
民
族
の
支
配
は
歴
然
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
特
定
の
民
族
に
か
た
よ

つ
た
政
治
局
員
の
民
族
的
構
成
に
も
党
員
の
民
族
的
構
成
が
反
映
さ
れ
て
い
な
く
も
な
い
。
・
シ
ア
人
党
員
の
比
率
あ
る
い
は
ま
た
ス
ラ
ヴ
系
民

族
党
員
の
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
徐
々
に
低
下
し
て
ぎ
て
い
る
と
は
い
え
、
今
日
な
お
、
全
党
員
の
六
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
ロ
シ
ア
人
党
員
が
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
い
は
ま
た
八
○
・
一
バ
ー
セ
ン
ト
を
ス
ラ
ヴ
系
民
族
党
員
が
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
現
実
が
か
く
あ
る
以
上
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記

長
の
後
継
者
の
所
属
民
族
に
つ
い
て
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
が
も
つ
と
も
高
く
、
つ
い
で
は
ロ
シ
ア
人
以
外
の
ス
ラ
ヴ
系
民
族
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ろ
う
と
い
う
ホ
ー
ネ
ッ
ト
の
予
想
は
ま
ず
は
ず
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
政
治
局
の
構
成
に
あ
た
つ
て
も
、
党
員
の
多
民
族
的
構
成
が
意
識
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
ア
ル
タ
イ
系
言
語
の
ト
ル
コ
語
を

母
語
と
し
た
諸
民
族
ー
ウ
ズ
ベ
ク
人
、
カ
ザ
フ
人
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
、
キ
ル
ギ
ス
人
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
、
タ
タ
ー
ル
人
、
バ
シ
キ
ー

ル
人
な
ど
ー
ヘ
の
配
慮
が
当
然
あ
つ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
過
去
三
一
年
間
に
対
全
党
員
比
率
で
は
、
グ
ル
ジ
ア
人
党
員
も

ア
ル
メ
ニ
ア
人
党
員
も
そ
れ
ぞ
れ
○
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
低
下
し
て
い
る
が
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
党
員
が
一
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
ザ
フ
人
党
員
が
○
・

一
パ
ー
セ
ン
ト
、
ア
ゼ
ル
バ
ィ
ジ
ャ
ン
人
党
員
が
○
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
そ
れ
ぞ
れ
上
昇
し
て
お
り
、
今
日
で
は
こ
れ
ら
三
民
族
党
員
を
合
せ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

だ
け
で
も
そ
の
比
率
は
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
ト
ゥ
ル
ク
メ
ン
人
党
員
、
キ
ル
ギ
ス
人
党
員
、
タ
タ

ー
ル
人
党
員
、
バ
シ
キ
ー
ル
人
党
員
、
チ
ュ
ヴ
ァ
シ
人
党
員
な
ど
を
加
え
た
全
ト
ル
コ
語
系
諸
民
族
党
員
の
比
率
と
な
る
と
、
そ
れ
は
白
・
シ
ア

人
党
員
の
比
率
（
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
よ
り
も
遥
か
に
高
い
も
の
と
な
り
、
お
そ
ら
く
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
党
員
の
そ
れ
に
す
ら
近
い
も
の
と
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
も
推
量
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ト
ル
コ
語
系
民
族
の
党
組
織
率
は
最
近
徐
々
に
上
昇
し
て
お
り
、
た
と
え
ば
一
九
六
一
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

六
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
つ
た
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
人
の
党
組
織
率
が
一
二
年
後
の
一
九
七
三
年
に
は
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
上
昇
し
て
い
る
。

し
か
も
、
彼
等
の
人
口
の
自
然
増
加
率
そ
の
も
の
が
ま
た
他
民
族
た
と
え
ば
ス
ラ
ヴ
系
民
族
の
そ
れ
と
比
較
し
て
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と

も
見
逃
せ
な
い
。
一
九
五
九
年
の
人
口
を
一
〇
〇
と
し
た
一
九
七
〇
年
の
民
族
人
口
の
自
然
増
加
率
は
、
・
シ
ア
人
が
一
二
二
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
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が
一
〇
九
で
あ
る
の
に
対
し
て
た
と
え
ば
カ
ザ
フ
人
は
一
四
六
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
は
一
五
三
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
一
九
七
七
年

の
政
治
局
に
カ
ザ
フ
人
（
ク
ナ
エ
フ
）
が
み
ら
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
は
彼
の
経
歴
な
ど
か
ら

み
る
と
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
ウ
ズ
ベ
ク
人
で
は
な
か
つ
た
か
と
も
思
わ
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
政
治
局
員
の
生
立
ち
に
ふ
れ
て
み
よ
う
。

　
政
治
局
員
の
生
れ
育
つ
た
環
境
を
知
る
唯
一
の
手
掛
り
は
、
公
け
に
さ
れ
て
い
る
経
歴
紹
介
に
生
年
や
出
生
地
と
な
ら
べ
て
記
さ
れ
た
父
兄
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

職
業
に
関
す
る
き
わ
め
て
類
型
的
な
記
述
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
す
ら
も
欠
い
て
い
る
場
合
が
な
く
も
な
い
。
と
も
あ
れ
、
公
表
の
資
料
に
よ
る
と
、

一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
も
ま
た
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
も
第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
経
済
的
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
な
い
い

わ
ば
社
会
的
下
層
の
出
身
で
あ
り
、
し
か
も
ま
た
労
働
者
・
農
民
の
子
弟
が
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
労
働
者
・
農
民
の
家
庭

に
生
れ
育
つ
た
と
い
う
こ
と
は
党
の
性
格
か
ら
し
て
望
ま
し
い
こ
と
む
し
ろ
誇
示
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
ブ
レ
ジ
ネ

フ
書
記
長
の
下
で
は
労
働
者
階
級
の
指
導
的
な
役
割
が
強
調
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
つ
て
、
現
に
労
働
者
党
員
の
構
成
比
率
も
こ
こ
一
〇
年
間
に

三
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
四
二
・
○
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
上
昇
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
勤
務
員
お
よ
び
そ
の
他
」
の

党
員
つ
ま
り
労
働
者
・
農
民
（
コ
ル
ホ
ー
ズ
員
）
以
外
の
社
会
的
階
層
に
属
す
る
党
員
の
構
成
比
率
は
、
す
で
に
一
九
四
七
年
に
は
四
八
・
三
パ
ー
セ

ン
ト
、
一
九
五
七
年
に
は
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
こ
え
て
お
り
、
そ
の
後
幾
分
低
下
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
労
働
者
党
員
の
四
二
・

○
パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
高
い
。
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
よ
う
に
革
命
前
に
生
れ
た
政
治
局
員
が
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、

抑
圧
さ
れ
た
労
働
者
や
貧
農
の
子
弟
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
誇
示
す
る
こ
と
に
そ
れ
な
り
の
意
味
も
あ
ろ
う
が
、
ロ
マ
ノ
フ
の
よ
う
な
一
九
二
〇

年
代
生
れ
の
さ
ら
に
は
一
九
三
〇
年
代
生
れ
の
政
治
局
員
が
多
数
を
占
め
る
よ
う
な
政
治
局
と
も
な
れ
ば
、
政
治
局
員
の
出
身
階
層
も
ま
た
変
わ

っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
革
命
後
に
生
れ
た
政
治
局
員
が
貧
農
の
子
弟
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
な
い
し
は
許
さ
れ
な

い
は
ず
で
あ
る
。

　
最
後
に
政
治
局
員
の
学
歴
を
中
心
に
し
て
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
点
で
は
非
常
に
は



つ
ぎ
り
し
た
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
帝
政
時
代
の
神
学
校
や
実
科
学
校
（
需
塁
臣
8
≦
＝
自
鍔
①
）
で
教
育
を
受
け
た

も
の
は
無
論
の
こ
と
、
初
等
教
育
の
み
の
終
了
者
も
見
当
ら
な
い
。
し
か
も
第
三
表
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
は
一

九
五
七
年
の
政
治
局
員
と
比
べ
る
と
、
神
学
校
や
実
科
学
校
で
教
育
を
受
け
た
も
の
は
い
な
い
と
い
う
意
味
で
等
質
化
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く

高
学
歴
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
高
等
専
門
学
校
終
了
者
は
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
ヘ
と
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
高
学

歴
化
と
と
も
に
ま
た
、
専
門
技
術
教
育
の
習
得
者
が
六
名
（
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
か
ら
一
二
名
（
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
へ
と
倍
増
し
て
い
る
こ
と
、
し

か
も
そ
の
部
門
は
冶
金
、
有
色
冶
金
、
農
業
、
道
路
建
設
、
繊
維
、
化
学
、
造
船
あ
る
い
は
兵
器
産
業
な
ど
と
多
方
面
に
わ
た
つ
て
い
る
こ
と
も
指
摘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
の
こ
の
よ
う
な
高
学
歴
化
も
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
化
も
、
そ
れ
は
一
九
五
七
年
の
政

治
局
員
と
の
比
較
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
特
徴
で
あ
つ
て
、
政
治
局
員
な
ら
で
は
の
特
徴
と
は
認
め
難
い
。
な
る
ほ
ど
、
全
連
邦
平
均
で
は
高
等

専
門
教
育
の
終
了
者
は
一
〇
才
以
上
の
人
口
一
〇
〇
人
に
対
し
て
、
一
九
五
九
年
で
は
二
・
三
人
、
一
九
七
〇
年
で
は
四
・
二
人
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
一
般
党
員
（
党
員
候
補
を
含
む
）
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
一
九
三
七
年
で
は
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
一
九
七
七
年
現
在
で
は
二
五
・
て
ハ
ー
セ
ン
ト

で
あ
る
（
第
四
表
参
照
）
。
し
た
が
つ
て
、
前
記
し
た
よ
う
な
政
治
局
員
の
高
学
歴
化
は
党
員
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
み
て
も
き
わ
め
て
著
し
い
と
い
う
こ
と

に
も
な
ろ
う
が
、
今
目
で
は
、
党
の
下
級
指
導
者
た
と
え
ば
区
・
市
・
管
区
レ
ヴ
ェ
ル
の
党
書
記
で
も
高
等
専
門
教
育
の
終
了
者
が
九
九
・
三
パ

ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
お
り
（
第
五
表
参
照
）
、
州
・
地
方
・
共
和
国
レ
ヴ
ェ
ル
の
党
書
記
で
は
九
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
て
い
る
（
第
六
表
）
。

ま
た
高
等
専
門
教
育
を
終
え
た
一
般
党
員
の
半
数
以
上
が
専
門
的
な
生
産
技
術
教
育
の
習
得
者
つ
ま
り
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
で
あ
る
現
状
か
ら
す
る

と
（
第
七
表
参
照
）
、
高
学
歴
化
・
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
化
を
一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
と
の
比
較
に
お
い
て
み
ら
れ
る
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
の

特
徴
と
み
な
す
こ
と
は
差
支
え
な
い
が
、
さ
ほ
ど
強
調
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
両
者
の
間
に
は
二
〇
年
と
い
う
大
ぎ
な
時

の
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
学
歴
と
関
連
し
て
む
し
ろ
注
目
す
べ
ぎ
点
は
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
も
、
初
等

教
育
あ
る
い
は
中
等
教
育
の
終
了
後
労
働
者
あ
る
い
は
下
級
技
術
者
と
し
て
生
活
し
た
後
に
再
び
学
業
に
就
い
た
政
治
局
員
が
多
数
存
在
す
る
こ
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　　　　　　　　　　　　第一表
　　　　政治局員の生年，出生地，所属民族，出身階層および学歴

　　　　　出生年　　　　　出生地　　　　　所属民族　　　　　父兄の職業
1957年の政治局

アリストフ

ベリヤエフ
ブレジネフ

ブノレガーニン

ブオロシロフ

イグナトフ

キリチェγコ
コズロフ

クーシネン

ミコヤン

ムヒトァィノフ

ススロフ

フルツェワ

フノレシチョフ

シヴェルニク

1903

1903

1906

1895

1881

1901

1908

1908

1881

1895

1917

1902

1910

1894

1888

村，アストラハン州

村，バシキール自治共和国

ドニイエプロジェルジンスワシア人
ク，ウクライナ

ニジニイ・ノーヴゴロド
村，ウクライナ

村，ヴォルゴグラード州

村，ウクライナ

村，リヤザン州

村，フィンランド

村，アルメニア

村，ウズベク

村，ウリヤーノフスク州

町，カリーニン州

村，クールスク州

聖ペテルブルグ

ロシア人

ロシア人

ロシア人

フィンラソド人

アルメニア人

ロシア人

ロシア人

ロシア人

　　　　　ソ
　　　　　連
漁夫　　　共
　　　　　産
　　　　　党
冶金工　　　の
　　　　　政
　　　　　治勤務員　　　局
鉄道警守

大工

鉄道労働者

貧農

仕立職

大工

貧農

貧農

紡績工

農民・坑夫

労働者

1977年の政治局

ブレジネフ　　　1906

アンドロポフ
グリシン

グロムイコ

キリレンコ

コスイギン

クラコフ

クナエフ

マズロフ

ペリシェ

ロマノフ

ススPフ

ウスチノフ

1914

1914

1909

1906

1904

1918

1912

1914

1899

1923

1902

1908

シチェルビツキー1918

ドニィエプロジェルジンスロシア人
ク、ウクライナ
村，スタヴロポリ地方　　　ロシア人

セルプホーフ、モスクワ州ロシア人
村，ゴメリスク州　　　　ロシア人
町，ヴォロネージ州　　　　ロシア人

聖ペテルブルグ　　　　　ロシアノ、

村，クールスク州　　　　　ロシア人

アルマーアタ，カザフ　　カザフ人
村，白ロシア　　　　　　白ロシア人
村，ラトヴィア　　　　　ラトヴィア人
村，ノーヴゴロド州　　　ロシア人
村，ウリヤーノフスク州　　ロシア人

クイブウィシェフ　　　　ロシア人

町，ウクライナ　　　　　ウクライナ人

　　　　　　第二表　党員の社会的構成（表示は百分率）※

　　　　　　　1947年1月1日　1957年1月1日　1967年1月1日
労働者　　　　　　　　　33．7　　　　32．0　　　　38．1

農民（コルホーズ員）　　　18．0　　　　17・3　　　　16・0
勤務員およびその他　　　48．3　　　　50．7　　　　45・9

　　　　　　　　　第三表　政治局員の学歴
最終学歴　　　　　　　　　　1951年　　　　1957年　　　　1971年

高等技術専門学校卒　　　　　　2　　　　　　5　　　　　10
高等技術専門学校中退　　　　　2　　　　　　1

中等技術学校卒　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　2

冶金工

鉄道職員

労働者

貧農

職人

労働者

貧農

勤務員

農民

農民

農民

貧農

労働者

労働者

1977年1月1日

　42．0

　13．6　　　一
　　　　　　ノ￥　44．4

1977年

　9

　1

　2

（
八
六
八
）
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人文科学系高等専門学校卒　　　　　　　　　　4　　　　　　3　　　　　　2

神学校または神学アカデミー卒2　　　　　　1

実科学校卒　　　　　　　　　1　　　　　1

初等学校卒　　　　　　　　　3　　　　　　3

（高等党学校卒）　　　　　　　　　　　　　（2）　　　　　（3）　　　　　（2）

　　　　　　　　　　第四表　党員の学歴（表示は百分率）※

　　　　　　　　　1927年　　1937年　　1947年　　1957年　　1967年　　1977年
　　　　　　　　　1月1目　　1月1目　　1月1目　　1月1目　　1月1目　　1月1日

高等専門教育終了者　　0．8　　　5・5　　　7・5　　11．6　　16．5　　25．1

高等専門教育未終了者　　　　　　2．4　　　2．3　　　3．6　　　2．6　　　2．4

中等教育終了者　　　　9．1　　11・5　　2L9　　22．6　　3L5　　39．2

中等教育未終了者　　　　　　　1L5　　25．2　　29。5　　26。9　　19．7

初等教育終了者　　　63．0　　44．7　　34．7　　28．0　　22．5　　13．6

初等教育未終了者　　27．1　　　24．4　　　8．4　　　4．7

　第五表　区党委員会，市党委員会および管区党委員会の書記の学歴（表示は百分率）※

　　　　　　　　　　1947年1月1目　1957年1月1目　1967年1月1目　1977年1月1目

高等専門教育終了者　　　12．7　　　　28．1　　　　9Ll　　　　99。3

高等専門教育未終了者　　　7．2　　　　52．9　　　　　6．3　　　　　0．6

中等教育終了者　　　　　33．4　　　　15．3　　　　　2．6　　　　　0．1

中等教育未終了者　　　　25．0　　　　3．7

初等教育終了者　　　　　21．7

　第六表　州党委員会，地方党委員会および共和国党中央委員会の書記の学歴
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（表示は百分率）※

　　　　　　　　　　1947年1月1日　1957年1月1目　1967年1月1日　1977年1月1日

高等専門教育終了者　　　41．3　　　　86．8　　　　97．6　　　　99．5

高等専門教育未終了者　　10．2　　　　　6．8　　　　　1．4　　　　　0．1

中等教育終了者　　　　　29．4　　　　　5．6　　　　　LO　　　　　O，4

中等教育未終了者　　　　　9．8　　　　　0．8

初等赦育終了者　　　　　9．3

　　　　第七表　高等専門教育終了の党員の専門別構成（表示は百分率）※

　　　　　　　　　　1927年1月1日　1947年1月1日　1967年1月1日　1977年1月1日

技師　　　　　　　　　　7。8　　　　　40。1　　　　37．8　　　　43．0

農業技師，獣医師，畜産技師

およびその他の農業専門家6．8　　　　　6．3　　　　　7．7　　　　　7．8

医師　　　　　　　　　　17。4　　　　11．2　　　　　6．9　　　　　5．3

教員　　　　　　　　　　　　　　　　　20。6　　　　　25．5　　　　　22．6

経済専門家　　　　　　　11．3　　　　　5．4　　　　　5．4　　　　　6．3

その他の専門家　　　　　56。7　　　　16．4　　　　16，7　　　　15．0

　　※CM．，“KnCC　B　uKΦpax”，napT曲Ha只凪H3Hb，1977，漁21，c．20－43・



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
　
（
八
七
〇
）

と
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
高
等
専
門
教
育
を
終
え
た
も
の
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
高
等
専
門
教
育
終
了
者
九
名
の
う
ち
七
名
を
、
ま
た

一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
一
一
名
の
う
ち
八
名
を
数
え
る
こ
と
、
し
か
も
彼
等
は
ク
ー
シ
ネ
ン
ズ
ス
ロ
フ
、
ペ
リ
シ
ェ
を
除
く
と
い
ず
れ
も
主

と
し
て
一
九
三
〇
年
代
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
の
高
等
専
門
教
育
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
革
命
に
よ
つ
て
生
れ
た
新
体
制
の
下
で
の

実
生
活
を
体
験
し
た
後
に
高
等
専
門
学
校
に
入
学
し
た
彼
等
一
人
一
人
の
動
機
は
も
ち
ろ
ん
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
彼
等
の
多
く
が
一
九
三
五
年

一
二
月
に
撤
廃
さ
れ
た
特
定
階
層
の
出
身
の
子
弟
を
差
別
す
る
高
等
専
門
学
校
入
学
制
限
令
の
実
は
恩
恵
者
で
も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
難
く
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
全
政
治
局
員
が
ソ
ヴ
ェ
ト
体
制
の
下
で
、
し
か
も
そ
の
大
多
数
は
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

と
し
て
の
高
等
教
育
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
し
て
も
ま
た
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
は
「
革
命
の
父
」
も
残
つ
て
い
た
が
、
一

九
七
七
年
の
政
治
局
は
「
革
命
の
子
等
」
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
1
）
　
本
稿
で
使
用
し
た
政
治
局
員
の
経
歴
に
関
す
る
資
料
は
主
と
し
て
左
記
の
よ
う
な
文
献
に
よ
つ
て
い
る
。
窃
2
ぴ
目
o
。
凶
8
田
需
臣
国
田
月
＝
雪
o
器
h
奮
の
第
二
版
と
第
三

　
　
　
版
（
た
だ
し
、
第
二
七
巻
以
下
は
未
刊
行
）
、
団
∩
ω
の
国
製
雪
9
＝
巽
（
一
3
下
y
④
誕
月
葵
』
2
9
三
Φ
o
釜
詠
自
畠
8
『
閃
h
塁
×
8
ζ
勉
×
℃
三
〇
突
器
｝
お
8
1
轟
一

　
　
　
〇
畠
雪
突
田
｝
國
3
0
唇
港
突
㊤
国
①
差
莫
き
幕
憩
幹
↓
・
一
よ
9
一
8
7
刈
9
員
Φ
昌
↓
薗
琶
oo
Φ
要
o
田
0
3
0
0
器
冨
∩
O
O
℃
（
。
9
睾
呂
8
ω
匡
騨
三
〇
突
－

　
　
　
器
二
8
9
8
乎
寓
○
詠
8
ω
匡
切
糟
三
9
臣
掌
お
き
）
●
な
お
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
現
職
の
確
認
あ
る
い
は
そ
の
在
職
年
数
の
算
出
に
は
、
↓
ぎ
同
房
二
ε
3
h
曾
9
Φ

　
　
　
ω
3
α
》
9
9
Φ
¢
oo
ω
国
（
鼠
犀
巳
畠
）
の
編
集
す
る
、
ミ
量
§
栽
O
ミ
魅
§
ミ
鴨
ミ
§
職
ミ
吻
県
導
馬
ぎ
鮭
竃
q
ミ
ミ
一
㊤
一
刈
占
8
刈
（
崔
Φ
ε
9
Φ
P
Z
Φ
名
ぢ
参
Φ
ど

　
　
　
一
8
㊤
y
と
O
希
団
＝
o
α
P
Φ
9
”
ロ
α
＜
巴
○
騎
貰
Φ
融
（
o
α
ω
。
y
卜
鶏
魯
蕊
織
ミ
鮎
讐
ξ
職
肉
も
§
欺
器
這
紐
山
O
認
（
O
帥
ロ
げ
Φ
震
斜
這
話
）
を
参
照
し
た
Q

　
（
2
）
人
口
統
計
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
、
　
＝
O
く
O
O
O
℃
糟
＝
↓
〇
三
零
Φ
8
6
ω
＝
呂
器
冨
目
9
き
8
莞
署
一
コ
一
〇
『
0
8
岩
（
三
〇
突
器
｝
お
認
1
ω
”
↓
。
一
1
『
）

　
　
　
に
よ
る
。

　
（
3
）
　
拙
稿
「
ソ
連
共
産
党
、
そ
の
構
成
員
の
民
族
的
組
成
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四
八
巻
、
第
七
号
）
参
照
。

　
（
4
）
　
過
去
三
一
年
間
に
各
共
和
国
の
党
員
数
（
党
員
候
補
を
含
む
）
は
左
記
の
「
共
和
国
別
党
員
数
」
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
増
加
し
て
い
る
。
な
お
、
ロ
シ
ア
共
和
国
の
党
員
数
は

　
　
　
こ
の
共
和
国
に
は
共
和
国
単
位
の
党
組
織
が
な
い
の
で
、
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
つ
て
逆
算
的
に
算
出
し
た
党
員
数
で
あ
る
。
ま
た
括
弧
内
の
数
字
は
対
全
党
員
比
率
で

　
　
　
あ
つ
て
、
い
ず
れ
も
『
党
生
活
』
誌
の
．
．
ズ
コ
O
∩
切
員
＝
愈
屈
×
‘
（
コ
o
。
℃
望
辞
雷
蓉
お
誤
二
8
㎝
噂
き
一
9
？
P
お
お
’
蕎
　
一
ト
〇
一
廿
お
ミ
｝
苔
讐
鳩
○
旨
）

　
　
　
に
よ
つ
て
い
る
。

　
（
5
）
　
『
ソ
連
邦
最
高
会
議
代
議
員
録
』
（
員
雪
K
露
↓
露
閃
Φ
夏
o
塁
0
8
0
0
器
目
O
O
O
℃
）
に
は
連
邦
最
高
会
議
を
構
成
す
る
連
邦
会
議
と
民
族
会
議
の
代
議
員
の
所
属
民
族
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85,571 

8 , 060 

10 , 846 

10 , 987 

28 , 745 

19 , 645 

45 , 379 
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47 , 139 

(5 . 8) 
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(3 . 1) 
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24 , 400 

866 , 100 

(3 . O) 
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(O . 3) 

(O . 3) 
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ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
　
（
八
七
二
）

　
　
が
記
さ
れ
て
い
る
。
中
央
委
員
会
の
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
と
も
な
る
と
両
院
の
い
ず
れ
か
の
代
議
員
に
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
『
代
議
員
録
』
は
貴
重
な
資
料
で
あ
る

　
　
が
、
第
六
回
（
一
九
六
二
年
）
選
出
の
『
代
議
員
録
』
お
よ
び
そ
れ
以
前
の
『
代
議
員
録
』
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
。

（
6
）
　
こ
の
一
三
年
間
に
お
け
る
民
族
別
党
員
数
（
党
員
候
補
を
含
む
）
の
増
加
は
前
記
の
「
民
族
別
党
員
数
」
に
よ
つ
て
示
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
　
一
五
の
い
わ
ゆ
る
共
和
国
民
族

　
　
以
外
の
民
族
の
党
員
数
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
個
別
に
知
る
手
掛
り
は
な
い
。
括
弧
内
の
数
字
は
対
全
党
員
比
率
で
あ
り
、
ま
た
資
料
は
す
べ
て
『
党
生
活
』
誌
の
、
．
訳
口
O
O
閃

　
　
崔
曾
畏
．
、
（
「
尋
罠
障
重
養
ω
夢
一
。
影
苔
一
る
塗
§
ω
一
蓄
墨
2
c
。
二
。
§
淳
ゆ
一
る
G
。
一
に
よ
つ
て
い
る
Q

（
7
）
9
2
国
。
身
①
F
．
．
ω
ロ
8
。
ω
ω
一
8
0
。
馨
一
凝
①
蓉
一
窃
冒
爵
Φ
o。
。
〈
一
g
鐸
一
9
．
．
u
㌻
ミ
§
ω
黛
G
§
§
§
、
§
・
＜
。
一
・
図
図
一
＜
｝
2
。
』
（
蜜
簿
零
7
＞
箕
臨

　
一
㊤
刈
㎝
）
℃
P
一
〇
●

（
8
）
　
註
（
6
）
の
『
民
族
別
党
員
数
」
参
照
。

（
9
）
　
拙
稿
、
前
掲
論
文
参
照
。

（
m
）
た
と
え
ば
、
ベ
リ
ヤ
エ
フ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
団
O
①
（
零
8
0
Φ
蕊
宕
重
9
｝
O
c
。
矯
O
G。
①
）
に
比
較
的
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
父

　
兄
の
職
業
に
つ
い
て
は
ま
つ
た
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

三
　
政
治
局
員
の
党
歴

　
経
歴
特
に
党
歴
の
整
理
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
入
党
の
時
点
を
確
か
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
入
党
が
た
ま
た
ま
同
住
，
で
あ
れ
ぽ
、

そ
の
後
の
党
歴
も
似
通
つ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
は
無
論
な
い
。
た
と
え
ば
、
、
・
・
コ
ヤ
ン
と
ペ
リ
シ
ェ
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
一
八
九
五
年
一
一
月
二
五
日
ア
ル
メ
ニ
ア
の
チ
フ
リ
ス
県
サ
ナ
イ
ン
村
に
生
れ
た
ミ
コ
ヤ
ン
は
ト
ビ
リ
シ
の
神
学
校
を
終
え
て
エ
チ
ミ
ァ
ジ
ン

の
神
学
ア
ヵ
デ
ミ
ー
の
第
一
学
年
に
入
学
し
た
が
、
一
九
一
五
年
に
二
〇
才
で
入
党
し
、
ト
ビ
リ
シ
や
バ
ク
ー
で
党
活
動
に
従
事
し
た
。
一
〇
月

革
命
後
は
デ
ニ
キ
ン
反
革
命
勢
力
と
の
闘
争
を
指
導
し
、
　
一
九
一
九
年
一
〇
月
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
党
委
員
会
の
委
任
を
受
け
て
モ
ス
ク
ワ
に
上

り
、
バ
ク
ー
と
外
コ
ー
カ
サ
ス
に
お
け
る
党
再
建
の
間
題
を
取
り
上
げ
た
政
治
局
の
会
議
や
組
織
局
の
会
議
に
出
席
し
て
い
る
。
一
時
帰
郷
し
て

党
活
動
を
指
導
し
た
が
、
一
九
二
〇
年
一
〇
月
ニ
ジ
ニ
イ
・
ノ
ー
ヴ
ゴ
・
ド
県
（
現
在
の
ゴ
ー
リ
キ
ー
州
）
の
党
委
員
会
宣
伝
部
長
、
つ
い
で
こ
の

党
委
員
会
の
ビ
ュ
ー
ロ
ー
員
、
党
書
記
と
な
り
、
一
九
二
二
年
か
ら
二
四
年
ま
で
・
ス
ト
フ
・
ナ
・
ド
ン
の
中
央
委
員
会
東
南
地
方
ビ
ュ
ー
ロ
ー



書
記
を
勤
め
た
．
こ
の
間
の
第
二
回
党
大
会
（
一
九
一
三
年
四
月
）
で
中
央
委
員
会
の
委
員
候
補
に
、
つ
い
で
第
一
二
回
党
大
会
（
一
九
壬
二
年

四
月
）
で
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
北
コ
ー
カ
サ
ス
地
方
党
委
員
会
書
記
と
な
り
、
一
九
二
六
年
に
商
業
人
民
委
員
（
浮
凛
薯
臣
①
目
＝
象

劇
；
蔓
も
¢
…
急
8
宵
o
畢
ろ
O
O
℃
）
、
三
〇
年
に
は
調
達
人
民
委
員
（
評
宴
薯
畠
＆
幕
塁
凶
O
O
9
）
と
な
り
、
三
四
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
は

食
品
工
業
人
民
委
員
（
浮
冥
睾
自
貸
窃
息
弓
o
詳
目
莞
臣
・
。
望
O
O
∩
℃
）
を
勤
め
て
い
る
。
ま
た
一
九
二
六
年
七
月
政
治
局
員
候
補
に
、
つ
い
で

三
五
年
二
月
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
そ
の
後
政
治
局
員
を
兼
ね
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
、
・
・
コ
ヤ
ン
は
入
党
後
八
年
で
中
央
委
員
会
の
委
員
と
な

り
、
ま
た
、
そ
の
一
二
年
後
に
は
政
治
局
員
と
な
つ
て
い
る
。

　
一
八
九
九
年
二
月
七
日
つ
ま
り
ミ
コ
ヤ
ン
に
四
年
ほ
ど
遅
れ
て
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
リ
ガ
に
近
い
バ
ゥ
ス
ク
区
の
農
村
に
生
れ
た
ペ
リ
シ
ェ
は
リ
ガ

の
労
働
者
で
あ
つ
た
一
九
一
五
年
に
一
六
才
で
入
党
、
ヴ
ィ
テ
ブ
ス
ク
、
ハ
リ
コ
フ
、
ペ
ト
・
グ
ラ
ー
ド
な
ど
で
党
の
宣
伝
煽
動
活
動
を
続
け
て

い
た
が
、
一
七
年
の
二
月
革
命
に
参
加
し
、
七
月
の
第
六
回
党
大
会
に
は
ア
ル
ハ
ン
ゲ
リ
ス
ク
の
党
組
織
を
代
表
し
て
出
席
し
て
い
る
。
一
九
一

八
年
モ
ス
ク
ワ
の
中
央
委
員
会
に
勤
務
し
、
一
九
年
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
樹
立
に
参
加
、
そ
の
後
二
九
年
ま
で
赤
軍
と
海
軍
に

お
い
て
党
の
政
治
教
育
活
動
に
従
事
し
た
。
一
九
三
一
年
モ
ス
ク
ワ
の
赤
色
教
授
養
成
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
同
校
の
歴
史
学
専
攻
生
と
な
り
、

内
務
人
民
委
員
会
付
属
の
教
育
機
関
で
党
史
を
教
授
し
て
い
た
が
、
三
三
年
か
ら
は
ヵ
ザ
フ
の
ソ
フ
ホ
ー
ズ
の
政
治
部
長
を
勤
め
て
い
た
。
一
九

三
七
年
モ
ス
ク
ワ
に
帰
え
つ
て
教
育
活
動
に
た
ず
さ
わ
つ
て
い
た
が
、
四
一
年
三
月
に
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
党
中
央
委
員
会
書
記
に
就
任
、
宣
伝
活
動
を

担
当
す
る
と
と
も
に
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
党
お
よ
び
ソ
ヴ
ェ
ト
の
幹
部
要
員
の
養
成
に
当
つ
た
。
一
九
五
九
年
一
一
月
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
党
第
一
書
記

に
昇
進
し
、
六
一
年
一
〇
月
の
第
二
二
回
党
大
会
で
中
央
委
員
に
選
出
さ
れ
、
六
六
年
四
月
の
第
二
三
回
党
大
会
で
は
党
統
制
委
員
会
議
長
に
選

ば
れ
た
。
ま
た
こ
の
時
に
政
治
局
員
に
も
選
ば
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
入
党
後
中
央
委
員
会
委
員
と
な
る
ま
で
に
四
六
年
を
、
政
治
局
員
と

な
る
ま
で
に
は
五
一
年
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ミ
コ
ヤ
ン
と
ペ
リ
シ
ェ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
出
生
地
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
南
と
北
に
わ
か
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
少
数
民
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（
八
七
四
）

族
の
言
貝
と
し
て
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
れ
、
同
年
に
入
党
し
、
そ
し
て
同
じ
よ
う
に
党
の
非
合
法
活
動
に
献
身
し
て
革
命
を
迎
え
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ

の
郷
土
に
お
け
る
ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
の
樹
立
に
尽
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
党
歴
な
い
し
は
指
導
者
歴
に
は
著
し
い
差
異
が
み
ら
れ
る
。
政
治
局
員

と
な
る
ま
で
に
費
や
さ
れ
た
年
月
の
長
短
ば
か
り
で
は
な
い
。
ミ
コ
ヤ
ン
は
地
方
の
党
書
記
か
ら
連
邦
政
府
の
閣
僚
に
登
用
さ
れ
た
後
に
政
治
局

入
り
し
て
い
る
が
、
ペ
リ
シ
ニ
は
地
方
の
党
第
一
書
記
か
ら
党
中
央
の
党
統
制
委
員
会
議
長
に
抜
擢
さ
れ
て
政
治
局
入
り
し
た
。
し
た
が
つ
て
、

政
治
局
員
の
多
様
な
党
歴
の
比
較
に
は
、
政
治
局
員
と
い
う
エ
リ
ー
ト
の
な
か
の
エ
リ
ー
ト
と
な
る
ま
で
に
必
ず
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
共
通
の

階
梯
が
あ
れ
ば
、
ま
ず
そ
れ
こ
そ
が
貴
重
な
時
問
的
指
標
と
し
て
利
用
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
指
標
と
し
て
は
、
、
・
・
コ
ヤ
ン
や
ペ

リ
シ
ェ
の
す
で
に
紹
介
し
た
党
歴
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
央
委
員
会
入
り
の
時
点
と
政
治
局
入
り
の
時
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
ま

ず
入
党
の
時
点
に
つ
い
て
個
々
の
政
治
局
員
に
あ
た
つ
て
み
よ
う
。

　
一
九
五
七
年
の
政
治
局
つ
ま
り
革
命
四
〇
周
年
記
念
日
を
迎
え
て
間
も
な
い
政
治
局
に
は
、
第
八
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
主
義
革
命
前

の
入
党
者
が
五
名
（
ヴ
ォ
・
シ
・
フ
、
ク
ー
シ
ネ
ン
、
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
、
、
・
シ
ヤ
ン
、
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
）
ほ
ど
み
ら
れ
る
が
、
革
命
六
〇
周
年
記
念
日
を

祝
つ
た
政
治
局
に
も
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ル
ド
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
が
一
名
（
ペ
リ
シ
ェ
）
い
る
。

　
し
か
し
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
全
局
員
の
三
分
の
二
に
あ
た
る
一
〇
名
が
レ
ー
ニ
ン
時
代
の
入
党
者
で
あ
る
が
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局

で
は
前
記
の
ペ
リ
シ
ェ
と
モ
ス
ク
ワ
の
大
学
予
備
校
（
℃
8
曾
ズ
）
在
学
中
の
一
九
二
一
年
に
入
党
し
た
ス
ス
・
フ
を
除
く
一
二
名
が
ス
タ
ー
リ
ン

時
代
の
入
党
者
で
あ
る
。
個
別
に
い
え
ば
、
ト
・
ツ
キ
ー
が
政
治
局
員
を
解
任
さ
れ
た
翌
年
つ
ま
り
彼
が
党
か
ら
も
追
わ
れ
た
そ
の
年
に
シ
ベ
リ

ア
の
消
費
協
同
組
合
組
織
で
働
い
て
い
た
コ
ス
イ
ギ
ン
と
ゴ
ー
リ
キ
ー
州
の
製
紙
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
で
組
立
て
工
を
し
て
い
た
ウ
ス
チ
ノ
フ
が
、
そ

の
四
年
ほ
ど
後
に
は
ド
ニ
ィ
エ
プ
ロ
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
ク
冶
金
専
門
学
校
在
学
中
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
ル
ビ
ン
ス
ク
航
空
専
門
学
校
在
学
中
の
キ
リ
レ

ン
コ
、
ミ
ン
ス
ク
経
済
専
門
学
校
在
学
中
の
グ
・
ム
イ
コ
が
そ
れ
ぞ
れ
入
党
し
て
お
り
、
ま
た
国
際
的
な
緊
張
が
極
度
に
高
ま
つ
て
き
た
一
九
三

九
年
に
は
、
モ
ス
ク
ワ
非
鉄
金
属
専
門
学
校
を
終
え
て
ア
ル
タ
イ
・
ポ
リ
メ
タ
ル
・
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
副
主
任
技
師
を
し
て
い
た
ク
ナ
エ
フ
、
赤



軍
に
勤
務
中
の
グ
リ
シ
ン
、
ヤ
p
ス
ラ
フ
州
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
第
一
書
記
の
ア
ン
ド
・
ポ
フ
が
、
四
〇
年
に
は
ベ
ン
ザ
州
の
甜
菜
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

の
農
業
技
師
ク
ラ
コ
フ
と
ゴ
メ
リ
ス
ク
市
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
書
記
マ
ズ
・
フ
が
、
さ
ら
に
一
年
ほ
ど
遅
れ
て
ド
ニ
ィ
ニ
プ
ロ
ペ
ト
ロ
フ
ス
ク
化
学

工
業
専
門
学
校
在
学
中
（
も
し
く
は
赤
軍
に
勤
務
中
）
の
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
が
、
そ
し
て
四
四
年
に
赤
軍
に
勤
務
中
の
・
マ
ノ
フ
が
そ
れ
ぞ
れ
入

党
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
高
等
専
門
学
校
在
学
中
の
入
党
者
が
四
名
も
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
い
は
注
目
さ
れ
よ
う
が
、
一
九
五
七
年
の
政

治
局
に
も
ス
ス
・
フ
と
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
外
に
ク
ー
シ
ネ
ン
が
ヘ
ル
シ
ン
キ
大
学
の
歴
史
哲
学
部
在
学
中
に
入
党
し
て
い
る
。
で
は
、
コ
ム
ソ
モ
ー

ル
の
指
導
者
で
あ
つ
た
当
時
の
入
党
者
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
ア
リ
ス
ト
フ
が
ア
ス
ト
ラ
ハ
ン
で
郡
か
区
の
コ
ム
ソ

モ
…
ル
書
記
を
勤
め
て
い
た
一
九
二
一
年
に
、
ま
た
こ
の
年
に
は
バ
シ
キ
ー
ル
の
ビ
ル
ス
ク
郡
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
書
記
か
ウ
ヒ
ー
ム
ス
ク
県
の
コ

ム
ソ
モ
ー
ル
委
員
会
委
員
で
あ
つ
た
ベ
リ
ヤ
エ
フ
も
入
党
し
て
お
り
、
リ
ヤ
ザ
ン
州
ヵ
シ
モ
フ
の
「
赤
色
」
紡
績
工
場
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
工
場
委

員
会
書
記
の
コ
ズ
ロ
フ
が
二
六
年
に
、
そ
の
四
年
後
に
は
ク
ー
ル
ス
ク
州
コ
レ
ネ
ヴ
ォ
区
の
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
書
記
フ
ル
ツ
ェ
ワ
が
入
党
し
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
、
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
の
指
導
者
で
あ
つ
た
当
時
の
入
党
者
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
四
名
に
対
し
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で

は
二
名
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
数
的
な
差
異
は
、
高
等
専
門
学
校
在
学
中
の
入
党
者
の
場
合
と
同
様
、
さ
し
て
意
味
を
も
つ
て
は
い
な

い
。
つ
い
で
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
紹
介
を
終
え
て
い
な
い
革
命
後
の
入
党
者
を
取
り
上
げ
る
と
、
ま
ず
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
で
あ
る
が
、
彼
は

土
地
の
分
配
に
あ
ず
か
る
た
め
に
戦
線
を
離
れ
て
帰
郷
し
て
い
た
当
時
か
赤
軍
に
入
隊
後
に
、
イ
グ
ナ
ト
フ
は
赤
軍
内
の
綻
合
風
家
政
源
保
安
敵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
フ
ホ
ド
　
ズ

（
0
9
9
臣
。
莞
8
8
。
着
8
3
器
臣
o
Φ
目
葭
慧
話
突
8
冒
冨
雪
Φ
臣
①
）
の
機
関
員
を
し
て
い
た
当
時
、
キ
リ
チ
ェ
ン
コ
は
カ
ザ
フ
の
国
営
農
場
の

主
任
技
師
か
部
長
を
勤
め
て
い
た
時
代
に
、
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
は
全
連
邦
協
同
組
合
専
門
学
校
（
通
信
制
）
を
終
え
て
赤
軍
入
隊
後
に
、
そ
れ
ぞ

れ
入
党
し
て
い
る
。

　
以
上
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
革
命
後
に
入
党
し
た
政
治
局
員
を
紹
介
し
た
が
、
彼
等
の
入
党
当
時
の
社
会
的
身
分

や
職
業
あ
る
い
は
ま
た
社
会
的
な
地
位
や
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
を
特
に
区
別
し
得
る
よ
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（
八
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う
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
革
命
後
の
入
党
者
に
か
ぎ
つ
て
い
え
ば
、
入
党
時
の
平
均
年
齢
も
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
二
二

ー
二
三
才
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
幾
分
若
く
な
つ
て
二
一
t
二
二
才
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
入
党
当
時
の
時
代
的
背
景
へ
と
視
角
を

拡
大
し
て
み
る
と
、
明
白
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
革
命
前
の
入
党
者
の
多
少
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は

一
名
を
除
く
他
の
全
政
治
局
員
が
キ
ー
ロ
フ
事
件
以
前
の
入
党
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
全
政
治
局
員
の
半
数
が
キ

ー
ロ
フ
事
件
以
後
の
入
党
者
で
あ
る
。

　
一
九
三
四
年
一
二
月
一
日
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
ス
モ
ー
ル
ニ
イ
で
、
当
時
政
治
局
員
と
組
織
局
員
を
兼
ね
て
い
た
党
書
記
の
キ
ー
冒
フ
（
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

3
野
2
巴
が
暗
殺
さ
れ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
『
党
史
』
で
は
キ
ー
・
フ
の
殺
害
は
ト
・
ツ
キ
ー
・
ブ
ハ
ー
リ
ン
一
味
の
仕
業
で
あ
る
と
断
定
さ

れ
て
き
た
が
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
と
、
犯
人
は
「
キ
ー
ロ
フ
の
身
辺
を
護
衛
す
る
役
目
の
人
た
ち
の
う
ち
の
誰
か
か
ら
轄
助
さ
れ
た
と
疑
う
べ

　
　
　
　
（
2
）

ぎ
根
拠
が
あ
る
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
事
件
は
外
な
ら
ぬ
ス
タ
ー
リ
ン
の
手
で
仕
組
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
あ
か
ら
さ
ま
に

語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
こ
の
事
件
発
生
の
直
後
に
い
わ
ゆ
る
キ
ー
・
フ
法
が
公
布
さ
れ
、
反
逆
・
テ
ロ
行
為
の
準
備
あ
る

い
は
実
行
の
と
が
に
よ
つ
て
告
発
さ
れ
た
者
に
対
す
る
速
か
な
決
審
と
死
刑
判
決
に
つ
い
て
は
そ
の
即
刻
の
執
行
が
関
係
機
関
に
指
令
さ
れ
、
最

高
ソ
ヴ
ェ
ト
中
央
執
行
委
員
会
幹
部
会
に
対
し
て
は
上
訴
の
受
理
が
禁
止
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
「
多
く
の
捏
造
裁
判
事
件
で
被
告
た
ち
は
テ
・

行
為
を
『
準
備
』
し
た
罪
を
問
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
被
告
た
ち
が
法
廷
で
彼
等
の
『
自
白
』
が
暴
力
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
、
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

分
の
隙
も
な
く
無
実
を
証
明
し
た
時
で
さ
え
、
事
件
を
再
審
査
す
る
余
地
が
な
か
つ
た
」
の
で
あ
つ
て
、
『
秘
密
演
説
』
が
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
一
九
三
四
年
二
月
の
第
一
七
回
党
大
会
で
選
出
さ
れ
た
中
央
委
員
会
の
委
員
と
委
員
候
補
の
総
数
＝
二
九
名
の
う
ち
九
八
名
が
一
九

三
七
年
か
ら
三
八
年
に
か
け
て
逮
捕
銃
殺
さ
れ
、
こ
の
党
大
会
に
出
席
し
た
代
議
員
一
九
六
六
名
の
う
ち
の
一
一
〇
八
名
が
反
革
命
的
犯
罪
の
か

　
　
　
　
　
（
4
）

ど
で
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
粛
清
を
免
れ
た
委
員
と
委
員
候
補
の
四
一
名
の
な
か
に
は
、
事
件
当
時
就
任
し
て
い
た
役
職
の
名
を
付

し
て
記
す
と
、
ヴ
ォ
・
シ
・
フ
国
防
人
民
委
員
、
ミ
コ
ヤ
ン
供
給
人
民
委
員
、
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
第
一
書
記
、
フ
ル
シ



チ
ョ
フ
・
モ
ス
ク
ワ
市
党
第
一
書
記
兼
モ
ス
ク
ワ
州
党
第
二
書
記
、
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
・
モ
ス
ク
ワ
市
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
議
長
の
計
五
名
が
入

つ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
、
生
き
残
り
の
四
一
名
の
な
か
に
入
つ
て
い
る
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
よ
り
正
確
に

い
え
ば
、
事
件
当
時
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
で
あ
つ
た
も
の
は
一
人
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
キ
ー
ロ
フ
事
件
当
時
す
で
に
党

員
で
あ
つ
た
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
七
名
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
地
位
に
あ
つ
た
か
。
特
に
、
血
の
粛
清
が
そ
の
視
模
を
も
つ
と
も
拡
大
し

た
一
九
三
六
年
か
ら
三
九
年
に
か
け
て
の
時
期
に
彼
等
は
ど
の
よ
う
な
組
織
あ
る
い
は
分
野
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
ペ
リ
シ
ェ
で
あ
る
が
、
彼
は
キ
ー
・
フ
事
件
当
時
ヵ
ザ
フ
の
ソ
フ
ホ
ー
ズ
で
政
治
部
長
を
し
て
お
り
、
　
一
九
三
七
年
に
モ
ス
ク
ワ
に

帰
え
つ
て
教
育
活
動
に
従
事
し
て
い
た
が
、
四
一
年
の
三
月
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
の
党
書
記
に
登
用
さ
れ
て
い
る
。
事
件
当
時
は
党
中
央
統
制
委
員
会

（
幕
胃
℃
き
臣
窒
否
胃
2
き
器
箇
ぎ
ζ
丙
。
堅
巽
口
《
9
）
か
労
農
監
督
人
民
委
員
部
（
寓
巷
o
富
器
さ
…
。
8
冨
零
冨
8
港
鼓
需
3
田
胃
ぎ
降
臣
。
『

①
琵
慧
）
に
勤
務
し
て
い
た
ス
ス
・
フ
は
三
六
年
に
連
邦
人
民
委
員
会
議
付
属
ソ
ヴ
ェ
ト
統
制
委
員
会
（
谷
§
室
室
8
ω
雪
突
0
8
否
胃
B
自
弓
＝

O
ユ
ス
9
亀
）
に
移
り
、
翌
三
七
年
に
は
・
ス
ト
フ
州
の
党
委
員
会
付
属
機
関
の
部
長
つ
い
で
党
書
記
、
そ
し
て
三
九
年
に
ス
タ
ヴ
・
ポ
リ
地
方
党

第
一
書
記
と
な
つ
た
。
一
九
三
四
年
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
軍
技
術
専
門
学
校
を
卒
業
し
て
、
科
学
研
究
所
の
技
師
を
勤
め
て
い
た
ウ
ス
チ
ノ
フ

は
三
七
年
に
モ
ス
ク
ワ
の
「
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
兵
器
工
場
の
設
計
技
師
に
そ
し
て
三
八
年
に
は
同
工
場
の
工
場
長
と
な
り
、
四
一
年
に
兵
器
人

民
委
員
（
ぎ
冥
呈
零
o
逗
器
＝
蓋
∩
O
∩
℃
）
に
就
任
し
て
い
る
。
他
の
四
名
は
事
件
当
時
い
ず
れ
も
在
学
中
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ

る
コ
ス
イ
ギ
ン
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
キ
ー
・
フ
名
称
繊
維
専
門
学
校
を
三
五
年
に
卒
業
、
同
市
の
「
ジ
エ
リ
ヤ
ー
ボ
フ
」
織
物
工
場
の
職
長
、

つ
い
で
職
場
長
と
な
り
、
三
七
年
に
「
大
一
〇
月
革
命
」
紡
績
工
場
長
に
、
三
八
年
に
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
の
党
委
員
会
の
工
業
・
運
輸
部
副

部
長
と
な
り
、
ま
た
こ
の
年
に
選
ば
れ
て
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
の
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
議
長
－
市
長
を
勤
め
た
が
、
翌
三
九
年
一
月
繊
維
工

業
人
民
委
員
（
ぎ
宴
呈
↓
突
3
…
臣
9
暑
o
誤
目
器
臣
o
。
凄
O
O
O
勺
）
に
抜
擢
さ
れ
、
四
〇
年
四
月
に
は
人
民
委
員
会
議
副
議
長
と
な
つ
て
お

り
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
ド
ニ
ィ
ェ
プ
ロ
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
ク
の
冶
金
専
門
学
校
を
三
五
年
に
卒
業
し
て
同
市
の
冶
金
工
場
の
技
師
を
、
つ
い
で
職
業
技
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ソ
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共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
（
八
七
八
）

術
学
校
（
冨
釜
葵
菱
）
の
校
長
を
勤
め
た
が
、
三
七
年
五
月
ド
ニ
ィ
ェ
プ
・
ジ
ェ
ル
ジ
ン
ス
ク
市
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
副
議
長
に
選
ば
れ
、
三

八
年
五
月
ド
ニ
ィ
ェ
プ
ロ
ペ
ト
・
フ
ス
ク
州
党
委
員
会
付
属
機
関
の
部
長
に
、
翌
三
九
年
二
月
に
は
党
書
記
と
な
つ
て
い
る
。
キ
リ
レ
ン
コ
は
ル

ビ
ン
ス
ク
航
空
専
門
学
校
を
一
九
三
六
年
に
終
え
航
空
機
製
作
工
場
の
設
計
技
師
を
勤
め
て
い
た
が
、
三
八
年
に
ザ
ポ
ロ
ー
ジ
ェ
州
の
ヴ
ォ
ロ

シ
・
フ
区
党
委
員
会
の
第
二
書
記
と
な
り
、
翌
三
九
年
に
ザ
ポ
ロ
ー
ジ
ェ
州
党
委
員
会
の
第
二
書
記
に
昇
進
し
て
お
り
、
グ
・
ム
イ
コ
は
三
四

年
に
ミ
ン
ス
ク
農
業
専
門
学
校
を
卒
業
、
三
六
年
に
は
モ
ス
ク
ワ
の
全
連
邦
農
業
経
済
研
究
所
の
修
士
準
備
科
を
終
え
て
連
邦
経
済
科
学
ア
ヵ

デ
ミ
ー
で
研
究
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
三
九
年
に
外
務
省
の
米
国
部
長
に
就
任
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
キ
ー
ロ
フ

事
件
当
時
す
で
に
党
員
で
あ
つ
た
政
治
局
員
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
。
も
つ
と
も
、
こ
の
場
合
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
は
革
命
前
に
あ
る
い
は

ま
た
革
命
直
後
に
入
党
し
た
政
治
局
員
は
事
件
当
時
す
で
に
中
央
委
員
会
の
委
員
も
し
く
は
委
員
候
補
と
な
つ
て
い
る
の
で
、
彼
等
と
ク
ー
シ

ネ
ン
を
除
い
た
キ
ー
・
フ
事
件
以
前
の
入
党
者
、
つ
ま
り
一
九
一
二
ー
三
四
年
の
間
に
入
党
し
て
い
る
八
名
の
政
治
局
員
が
観
察
の
対
象
と
な

る
。　

ま
ず
、
一
九
三
二
年
に
レ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
冶
金
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
ア
リ
ス
ト
フ
は
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
「
ツ
エ
ン
ト
ロ
リ
ッ
ト
」
工

場
で
職
長
、
技
師
を
勤
め
、
三
四
年
か
ら
三
九
年
ま
で
は
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
カ
リ
ー
ニ
ン
名
称
工
業
専
門
学
校
や
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
の
キ
ー

ロ
フ
名
称
ウ
ラ
ル
工
業
専
門
学
校
で
研
究
教
育
活
動
に
従
事
、
こ
の
間
一
時
党
の
宣
伝
活
動
に
た
ず
さ
わ
つ
た
が
、
三
九
年
か
ら
は
党
と
ソ
ヴ
ェ

ト
の
指
導
に
あ
た
り
、
四
〇
年
に
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
州
の
党
書
記
と
な
つ
て
お
り
、
ベ
リ
ヤ
エ
フ
は
モ
ス
ク
ワ
の
プ
レ
ハ
ノ
フ
名
称
国
民
経
済
大

学
を
一
九
二
五
年
に
卒
業
、
西
シ
ベ
リ
ヤ
の
オ
ム
ス
ク
、
ト
ム
ス
ク
、
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
の
各
地
で
農
業
協
同
組
合
の
指
導
活
動
に
た
ず
ざ
わ

つ
て
い
た
が
、
四
〇
年
に
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
州
の
党
書
記
に
そ
の
後
ノ
ヴ
ォ
シ
ビ
ル
ス
ク
州
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
第
一
副
議
長
に
就
任
し
て

い
る
。
一
九
三
四
年
に
中
央
委
員
会
付
属
の
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
主
義
学
校
（
昌
ヌ
巳
を
終
え
た
イ
グ
ナ
ト
フ
は
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の

「
ゴ
ズ
ナ
ク
」
製
紙
工
場
の
党
委
員
会
書
記
を
勤
め
て
い
た
が
、
三
七
年
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
レ
ー
ニ
ン
区
の
党
書
記
、
三
八
年
ク
イ
ブ
ィ
シ



エ
フ
州
の
党
第
二
書
記
に
つ
い
で
党
第
一
書
記
と
な
り
、
四
〇
年
に
は
オ
リ
ョ
ー
ル
州
の
党
第
一
書
記
と
な
つ
て
お
り
、
三
六
年
に
ヵ
リ
ー
ニ
ン

名
称
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
工
業
専
門
学
校
を
卒
業
し
て
、
イ
ジ
ェ
フ
ス
ク
冶
金
工
場
の
技
師
、
分
塊
圧
延
機
主
任
を
勤
め
て
い
た
コ
ズ
ロ
フ
は
三
九

年
に
同
工
場
の
党
委
員
会
書
記
、
中
央
委
員
会
党
オ
ル
グ
と
な
り
、
つ
い
で
四
〇
年
イ
ジ
ェ
フ
ス
ク
市
党
書
記
と
な
つ
た
。
ま
た
、
キ
リ
チ
ェ
ン

コ
は
一
九
三
六
年
に
ア
ゾ
フ
・
チ
ェ
ル
ノ
モ
ー
ル
ス
ク
社
会
主
義
農
業
技
術
・
機
械
専
門
学
校
卒
業
後
ス
ウ
ム
州
の
ア
フ
ト
ゥ
ル
カ
市
の
農
業
機

械
技
術
学
校
の
学
科
主
任
や
教
師
を
勤
め
て
い
た
が
、
三
八
年
三
月
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
中
央
委
員
会
付
属
機
関
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
課
長
つ
い

で
部
長
と
な
り
、
四
一
年
二
月
に
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
党
書
記
に
就
任
し
て
お
り
、
フ
ル
ツ
ェ
ワ
は
、
三
五
年
に
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
民
間
航
空
専

門
学
校
卒
業
後
ア
エ
・
フ
・
ー
ト
航
空
技
術
学
校
の
政
治
部
長
補
佐
を
、
三
六
年
に
は
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
中
央
委
員
会
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
勤

め
た
が
、
三
七
年
モ
ス
ク
ワ
化
学
工
業
専
門
学
校
在
学
中
同
校
の
党
組
織
の
書
記
と
な
り
、
四
二
年
同
校
卒
業
後
に
モ
ス
ク
ワ
市
フ
ル
ン
ゼ
区
の

党
書
記
と
な
つ
て
い
る
。
ス
ス
ロ
フ
と
ブ
レ
ジ
ネ
フ
に
つ
い
て
は
す
で
に
紹
介
を
終
つ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
キ
ー
・
フ
事
件
以
前
に
つ
ま
り
一
九
二
一
ー
一
三
年
の
間
に
入
党
し
た
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
八
名
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局

の
七
名
（
た
だ
し
、
革
命
前
入
党
者
の
ペ
リ
シ
ェ
を
含
む
）
の
計
一
五
名
の
政
治
局
員
の
一
九
三
〇
年
代
後
半
当
時
の
経
歴
を
み
る
と
、
そ
こ
に
幾
つ

か
の
共
通
点
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
彼
等
の
多
く
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
事
件
当
時
は
高
等
専
門
学
校
在
学
中
か
あ
る
い
は
卒
業
直
後
で
あ
つ

た
。
事
件
当
時
の
彼
等
の
平
均
年
齢
で
も
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
二
八
才
前
後
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
二
九
才
前
後
と
非
常
に
接

近
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
点
は
、
彼
等
全
員
が
第
一
七
回
党
大
会
当
時
に
あ
つ
て
は
中
央
委
員
会
の
委

員
候
補
た
り
得
る
よ
う
な
地
位
か
ら
も
実
は
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
の
当
時
の
経
歴
か
ら
す
る
と
、
記
録
が
な

い
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
第
一
七
回
党
大
会
代
議
員
で
あ
つ
た
も
の
す
ら
ほ
と
ん
ど
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
言
葉
を
か
り
て
い
え
ば
「
大
量
弾
圧
が
恐
る
べ
き
規
模
に
達
し
た
」
一
九
三
七
、
八
年
ご
ろ
か
ら
四
〇
年
代
の
は
じ
め
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
バ
　
ラ
　
チ
　
キ

て
、
既
述
し
た
よ
う
に
教
師
や
技
師
あ
る
い
は
工
場
長
と
い
つ
た
職
を
辞
し
て
党
機
関
員
や
官
僚
の
途
を
選
び
、
党
あ
る
い
は
政
府
の
中
堅
的
な

　
　
　
ソ
連
共
産
党
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治
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二
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（
八
七
九
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
　
　
（
八
八
O
）

ポ
ス
ト
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
第
二
の
点
と
し
て
は
、
特
定
の
一
時
期
に
彼
等
は
い
ず

れ
も
中
央
委
員
会
の
委
員
候
補
も
し
く
は
委
員
た
り
得
る
よ
う
な
地
位
へ
と
一
挙
に
接
近
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
で
は
、
な
に
故
に
こ
の
よ
う
に
急
速
な
立
身
出
世
が
可
能
で
あ
つ
た
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
人
の
器
量
や
才
幹
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少

な
く
は
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
学
校
教
育
に
た
ず
さ
わ
つ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
フ
が
一
九
三
九
年
に
党
・
ソ
ヴ
ェ
ト
の
指
導
に
あ
た
つ
て
い
て
そ
の

翌
年
に
は
三
七
才
で
、
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
州
の
党
書
記
に
登
用
さ
れ
て
い
る
が
、
党
勢
な
い
し
党
組
織
の
規
模
で
は
ゴ
ー
リ
キ
ー
州
、
ク
ラ
ス
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ダ
ー
ル
地
方
あ
る
い
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
の
そ
れ
に
す
ら
も
匹
敵
す
る
よ
う
な
こ
の
州
の
当
時
の
党
第
一
書
記
に
つ
い
て
、
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
の
『
秘
密
演
説
』
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
を
伝
え
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
と
、
「
地
方
で
行
わ
れ
た
事
件
の
捏
造
は
、
さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
つ
て
い
た
」
の
で
あ
つ
て
、
「
内
務
人

民
委
員
部
の
ス
ヴ
ェ
ル
ド
・
フ
州
本
部
は
、
い
わ
ゆ
る
『
ウ
ラ
ル
蜂
起
本
部
』
　
　
右
翼
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
主
義
者
、
社
会
革
命
党
、
教
会
指
導
者

た
ち
の
ブ
・
ッ
ク
の
機
関
1
を
『
発
見
』
し
た
。
そ
の
首
領
は
全
連
邦
共
産
党
（
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
）
中
央
委
員
会
委
員
で
、
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ

州
党
委
員
会
書
記
、
一
九
一
四
年
以
来
の
党
員
で
あ
つ
た
カ
バ
ー
コ
フ
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
当
時
の
捜
査
資
料
に
よ
る
と
、
ほ
と
ん
ど

全
部
の
地
方
、
州
、
共
和
国
に
は
『
右
翼
、
ト
・
ツ
キ
ー
主
義
者
の
ス
パ
イ
、
テ
・
、
破
壊
工
作
組
織
お
よ
び
本
部
』
が
存
在
し
た
こ
と
に
な
つ

て
お
り
、
こ
う
し
た
組
織
の
首
領
は
大
抵
の
場
合
－
ど
う
し
た
わ
け
か
　
　
州
党
委
員
会
ま
た
は
共
和
国
党
中
央
委
員
会
の
第
一
書
記
で
あ

（
6
）

つ
た
」
と
い
う
。
一
八
九
一
年
生
れ
の
オ
ー
ル
ド
・
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
の
ヵ
バ
ー
コ
フ
（
写
増
欝
α
輿
8
）
は
一
九
一
八
年
末
に
ヴ
ォ
ロ
ネ
ー

ジ
・
ソ
ヴ
ェ
ト
議
長
を
、
二
二
年
に
ヤ
・
ス
ラ
フ
県
党
書
記
、
二
四
年
に
ト
ウ
リ
ス
ク
県
党
第
一
書
記
、
二
八
年
に
は
ウ
ラ
ル
州
党
統
制
委
員
会

議
長
と
な
り
、
二
九
年
か
ら
は
ウ
ラ
ル
州
党
第
一
書
記
を
、
そ
し
て
三
四
年
か
ら
は
ス
ヴ
ェ
ル
ド
・
フ
州
党
第
一
書
記
を
勤
め
て
い
た
が
、
前
記

し
た
よ
う
に
反
革
命
の
罪
を
間
わ
れ
て
三
七
年
の
一
〇
月
に
処
刑
さ
れ
た
。
無
論
、
こ
の
州
の
党
組
織
の
犠
牲
者
が
ヵ
バ
ー
コ
フ
一
人
に
と
ど
ま

つ
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
『
秘
密
演
説
』
が
暗
に
語
つ
て
い
る
よ
う
に
、
共
謀
や
連
座
の
罪
で
こ
の
州
の
党
幹
部
の
勿
数
が
粛
清
さ
れ
、
そ
の
結



果
組
織
の
上
部
に
は
人
事
の
大
ぎ
な
空
白
が
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
空
白
を
緊
急
に
う
め
る
に
は
、
多
数
の
新
人
を
、
順
次
に

登
用
抜
擢
す
る
以
外
に
ど
の
よ
う
な
て
だ
て
が
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
一
－
三
一
年
の
間
に
入
党
し
た
政
治
局
員
（
ペ
リ
シ
ェ
を
含
む
）

は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
か
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
か
の
別
な
く
、
い
ず
れ
も
ス
タ
ー
リ
ン
の
血
の
粛
清
の
な
か
で
党
機
関
あ
る
い
は
政
府

機
関
に
奉
職
し
、
そ
し
て
地
方
党
書
記
や
連
邦
閣
僚
と
い
つ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
エ
リ
t
ト
ヘ
と
急
速
に
成
長
し
て
い
つ
た
。
無
論
、

彼
等
は
血
の
粛
清
の
加
害
者
で
も
な
い
し
ま
た
被
害
者
で
も
な
い
。
　
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
実
は
恩
恵
者
で
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
も
つ
と
も
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
・
リ
ズ
ム
は
一
九
四
〇
年
八
月
の
ト
・
ツ
キ
ー
暗
殺
で
終
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
戦
後
も
、
国
家
計
画
委
員
会

議
長
兼
政
治
局
員
ヴ
ォ
ズ
ネ
セ
ン
ス
キ
ー
（
寡
＞
・
零
鼠
9
窪
突
器
）
な
ど
が
粛
清
さ
れ
た
一
九
四
九
年
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
事
件
、
民
族
主
義

的
偏
向
を
理
由
と
し
て
グ
ル
ジ
ア
の
党
幹
部
が
粛
清
さ
れ
た
一
九
五
一
－
五
二
年
の
ミ
ン
グ
レ
ル
事
件
あ
る
い
は
ま
た
党
お
よ
び
軍
の
指
導
者
の

暗
殺
を
企
て
た
と
し
て
九
名
の
高
名
な
医
者
が
逮
捕
さ
れ
た
一
九
五
三
年
の
白
衣
の
暗
殺
団
事
件
と
い
つ
た
よ
う
に
繰
り
返
え
さ
れ
て
い
る
が
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
規
模
は
戦
前
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
局
地
的
で
あ
り
部
分
的
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
の
半
数
を
占

め
る
キ
ー
・
フ
事
件
以
後
の
入
党
者
は
、
キ
ー
・
フ
事
件
以
前
の
入
党
者
と
は
異
な
つ
て
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
・
リ
ズ
ム
の
思
わ
ぬ
恩
恵
に
浴
さ

な
か
つ
た
か
わ
り
に
は
そ
の
犠
牲
を
身
近
に
見
聞
す
を
こ
と
も
な
か
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
フ
ル
チ
ョ
フ
の
『
秘
密
演
説
』
は
ス
タ
ー
リ
ン

に
よ
る
大
量
弾
圧
の
事
実
を
暴
露
し
犠
牲
と
な
つ
た
「
党
の
も
つ
と
も
優
れ
た
活
動
家
た
ち
」
の
名
誉
を
回
復
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ト
ロ
ツ

キ
ー
、
ブ
ハ
ー
リ
ン
（
軍
＝
・
切
賓
×
巷
臣
）
を
は
じ
め
ラ
デ
ッ
ク
（
界
⑦
℃
山
＞
雲
）
、
ラ
コ
フ
ス
キ
ー
（
×
・
7
勺
貰
8
突
＝
詠
）
、
ピ
ャ
タ
コ
フ
（
7
』
●

コ
碧
畏
8
）
、
ト
ハ
チ
ェ
フ
ス
キ
ー
（
3
エ
・
ご
溢
話
零
蚕
障
）
な
ど
の
粛
清
に
つ
い
て
は
一
言
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
ま
た
、
そ
れ
は
ヵ
ラ
チ
ャ

イ
人
な
ど
の
少
数
民
族
に
対
す
る
ス
タ
ー
リ
ン
の
抑
圧
に
は
わ
ず
か
に
言
及
し
て
い
る
が
、
農
業
集
団
化
政
策
と
そ
の
後
に
続
く
強
権
的
な
ス
タ

；
リ
ン
専
制
の
下
で
一
般
大
衆
に
強
い
ら
れ
た
も
つ
と
も
大
き
な
犠
牲
に
つ
い
て
は
ま
つ
た
く
沈
黙
を
守
つ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
　
　
（
八
八
一
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
　
　
（
八
八
二
）

ス
タ
ー
リ
ン
批
判
の
『
秘
密
演
説
』
を
党
大
会
会
場
の
異
常
な
雰
囲
気
の
な
か
で
聴
く
機
会
す
ら
も
ち
得
な
か
つ
た
政
治
局
員
が
一
九
七
七
年
の

政
治
局
に
は
認
め
ら
れ
る
。
当
時
、
ロ
シ
ア
共
和
国
の
農
業
次
官
で
あ
つ
た
ク
ラ
コ
フ
と
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
「
ジ
ダ
ー
ノ
フ
」
工
場
の
党
委
員

会
書
記
で
あ
つ
た
・
マ
ノ
フ
は
党
大
会
代
議
員
に
す
ら
選
ば
れ
て
い
な
か
つ
た
。
血
の
粛
清
も
ま
た
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
お
い
て
は
、
す
で

に
色
薄
れ
は
じ
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
中
央
委
員
会
の
委
員
お
よ
び
委
員
候
補
は
周
知
の
よ
う
に
党
大
会
で
選
出
さ
れ
る
。
革
命
後
は
じ
め
て
開
か
れ
た
党
大
会
す
な
わ
ち
第

七
回
党
大
会
（
一
九
一
八
年
三
月
）
選
出
の
委
員
は
一
五
名
そ
し
て
委
員
候
補
は
八
名
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
次
第
に
増
加
し
、
戦
後
は
じ
め
て
開
か

れ
た
第
一
九
回
党
大
会
（
一
九
五
二
年
一
〇
月
）
で
は
委
員
二
一
五
名
と
委
員
候
補
一
一
一
名
が
選
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
第
二
〇
回
党
大
会
（
一

九
五
六
年
二
月
）
で
は
一
三
三
名
と
一
二
二
名
、
第
二
二
回
党
大
会
（
一
九
六
一
年
一
〇
月
）
で
は
一
七
五
名
と
一
五
五
名
、
第
二
三
回
党
大
会
（
一
九

六
六
年
四
月
）
で
は
一
九
五
名
と
一
六
五
名
、
第
二
四
回
党
大
会
（
一
九
七
一
年
四
月
）
で
は
二
四
一
名
と
一
五
五
名
、
そ
し
て
第
二
五
回
党
大
会

で
は
二
八
七
名
と
二
二
九
名
が
そ
れ
ぞ
れ
委
員
と
委
員
候
補
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
中
央
委
員
会
の
構
成
員
数
は
改
選
の
た

び
ご
と
に
増
加
し
て
き
て
い
る
け
れ
ど
も
、
委
員
・
委
員
候
補
の
社
会
的
構
成
は
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
お
り
、
ご
く
少
数
の
労
働
者
、
農
民
（
コ

ル
ホ
ー
ズ
員
）
、
生
産
現
場
の
管
理
者
以
外
の
委
員
お
よ
び
委
員
候
補
は
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
な
活
動
領
域
に
お
け
る
指
導
的
な
党
員
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ま
リ
ゲ
ー
レ
ン
の
い
う
「
個
々
の
専
門
集
団
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
」
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
最
年
少
の
政
治
局
員
ロ
マ
ノ
フ
が
は

じ
め
て
委
員
と
な
つ
た
第
二
三
回
党
大
会
選
出
の
中
央
委
員
会
を
例
に
と
つ
て
み
る
と
、
ま
ず
党
関
係
で
は
中
央
委
員
会
の
党
書
記
全
員
の
一
一

名
、
中
央
委
員
会
機
関
の
部
長
一
一
名
、
共
和
国
党
第
一
書
記
全
員
の
一
四
名
、
自
治
共
和
国
（
党
組
織
上
は
州
と
し
て
扱
わ
れ
る
）
の
党
第
一
書
記

一
四
名
、
地
方
・
州
の
党
第
一
書
記
七
三
名
、
モ
ス
ク
ワ
市
・
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
・
モ
ス
ク
ワ
市
の
区
の
党
第
一
書
記
三
名
、
共
和
国
・
モ

ス
ク
ワ
州
・
モ
ス
ク
ワ
市
の
党
第
二
書
記
と
党
書
記
の
一
八
名
、
政
府
関
係
で
は
連
邦
の
首
相
と
副
首
相
・
閣
僚
・
国
家
委
員
会
議
長
の
計
六
〇

名
と
次
官
一
一
名
、
共
和
国
政
府
の
首
相
・
閣
僚
の
三
〇
名
、
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
と
共
和
国
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
八
名
、
軍
総
司
令



官
や
軍
管
区
司
令
官
な
ど
の
軍
関
係
が
三
七
名
（
た
だ
し
、
七
名
は
政
府
関
係
と
重
複
）
、
大
使
一
三
名
、
モ
ス
ク
ワ
市
な
ど
の
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
執

行
委
員
会
議
長
五
名
、
　
『
プ
ラ
ウ
ダ
』
紙
な
ど
の
報
道
関
係
の
一
三
名
、
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
・
労
働
組
合
・
科
学
ア
ヵ
デ
、
・
・
1
・
作
家
同
盟
な
ど
の

代
表
と
若
干
名
の
労
働
者
・
農
民
・
工
場
長
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
化
し
た
社
会
的
構
成
が
常
に
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
党
大
会
代
議
員
の
手
で
選
挙
が
行
わ
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
委

員
・
委
員
候
補
の
候
補
者
の
選
定
が
終
つ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
場
合
、
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
た
り
得
る
ポ
ス

ト
が
す
で
に
特
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
候
補
者
の
選
定
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
は
、
そ
の
主
な
も
の

を
除
く
と
、
中
央
委
員
会
の
構
成
員
数
の
変
動
に
と
も
な
つ
て
幾
分
か
は
変
化
す
る
。
た
と
え
ば
戦
後
の
例
を
挙
げ
て
い
え
ば
、
タ
タ
ー
ル
自
治

共
和
国
の
党
第
一
書
記
は
常
に
中
央
委
員
会
委
員
に
選
ば
れ
て
い
る
が
、
北
オ
セ
チ
ン
自
治
共
和
国
の
党
第
一
書
記
は
第
二
〇
回
党
大
会
か
ら
は

中
央
監
査
委
員
会
委
員
、
第
二
三
回
党
大
会
か
ら
は
中
央
委
員
会
の
委
員
候
補
に
選
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
委
員
と
な
つ
た
も
の
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ポ
ス
ト
自
体
が
す
で
に
資
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
そ
う
し
た
ポ
ス
ト
ヘ
の
人
選
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
ろ
う
。
特
に
、
党
の
指
導
機
関
の
場
合
に
は
党
規
約
に
よ
る
と
上
か
ら
下
ま
で
選
挙
に
よ
る
べ
ぎ
も
の
と
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
メ
ノ
ク
ラ

　
ソ
連
に
お
い
て
は
、
党
で
あ
れ
政
府
で
あ
れ
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
以
外
の
社
会
団
体
で
あ
れ
す
べ
て
の
指
導
的
な
ポ
ス
ト
ヘ
の
人
選
は
特
別
登

ト
　
　
ウ
　
　
ラ

録
者
名
簿
（
ぎ
器
美
鎧
昌
冨
）
制
の
下
に
一
元
的
に
管
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
議
長
は
無
論
の
こ
と
コ
ル
ホ
ー
ズ
の
作
業
班

長
（
9
胃
㊤
崔
℃
）
で
す
ら
も
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
と
な
る
と
明
ら
か
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ハ
ラ
シ
ミ
フ
（
ω
。
巳
8
田
轟
魯
ぎ
著
）
の
研
究
に
よ
る
と
、
連
邦
党
中
央
委
員
会
機
関
の
部
長
、
副
部
長
、
課
長
、
課
長
代
理
、
中
央
委
員
会
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
、
州
レ
ヴ
ェ
ル
以
上
の
党
組
織
の
書
記
、
共
和
国
党
中
央
委
員
会
機
関
あ
る
い
は
地
方
・
州
党
委
員
会
機
関
の
部
長
、
連
邦
の
閣

僚
と
次
官
お
よ
び
ソ
連
大
使
・
公
使
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
、
共
和
国
首
相
、
検
察
・
酔
霧
鰍
安
組
織
の
州
レ
ヴ
ェ
ル
以
上
の
機
関
の
長
、
軍
司
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令
官
、
軍
政
治
本
部
長
、
労
働
組
合
や
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
な
ど
の
指
導
者
、
中
央
紙
の
編
集
者
、
科
学
ア
ヵ
デ
、
・
・
1
総
裁
な
ど
は
す
べ
て
第
二
級
の
ヵ

テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ウ
ラ
の
対
象
で
あ
つ
て
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ウ
ラ
は
書
記
局
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
る
と
い
う
。

第
二
級
の
ノ
メ
ン
ク
ラ
ト
ウ
ラ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
中
央
委
員
会
の
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
た
り
得
る
よ
う
な
ポ
ス
ト

t
そ
れ
は
党
機
関
の
指
導
的
な
ポ
ス
ト
の
み
と
は
か
ぎ
ら
な
い
ー
ヘ
の
人
選
は
、
そ
れ
が
公
選
制
で
あ
れ
任
命
制
で
あ
れ
そ
の
い
か
ん
に
か

か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
す
べ
て
書
記
局
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
記
局
が
こ
の
よ
う
な
決
定
権
を
独
占
し
て
い
る
と
な

る
と
、
委
員
あ
る
い
は
委
員
候
補
は
中
央
委
員
会
入
り
に
先
立
つ
て
そ
の
時
の
書
記
局
と
あ
る
種
の
結
び
つ
き
つ
ま
り
人
的
な
繋
り
を
な
ん
ら
か

の
か
た
ち
で
も
つ
て
い
る
と
み
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
程
度
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
書
記
長
個
人
と
の
関
係
に
ま
で
発
展
し
て
い
る

人
的
な
繋
り
も
あ
ろ
う
が
、
有
力
な
党
書
記
と
の
結
び
つ
ぎ
も
ま
た
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
プ
ラ
ウ
デ
ィ
ン
（
》
零
麩
α
ε
は
、

彼
を
あ
る
共
和
国
党
中
央
委
員
会
の
情
報
部
長
に
推
し
た
そ
の
共
和
国
の
党
第
一
書
記
が
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
の
手
引
き
で
モ
ス
ク
ワ
入
り
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

党
書
記
に
な
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
が
、
党
書
記
キ
リ
レ
ン
コ
の
反
対
に
出
会
つ
て
失
敗
し
た
事
例
を
伝
え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
央
委
員
会
入
り
の
時
点
と
は
は
じ
め
て
中
央
委
員
会
の
構
成
員
と
な
つ
た
時
を
指
す
わ
け
で
あ
る
が
、
中
央
委
員
会
の
構
成
員

で
は
あ
つ
て
も
委
員
候
補
に
は
議
決
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
第
八
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
委
員
候
補
を
経
て
委
員
と
な
つ
た
政
治

局
員
は
い
わ
ば
例
外
的
な
存
在
で
も
あ
る
の
で
、
は
じ
め
て
委
員
に
選
出
さ
れ
た
時
を
中
央
委
員
会
入
り
の
時
点
と
し
て
み
る
と
、
一
九
五
七
年

の
政
治
局
で
は
第
一
九
回
党
大
会
以
前
に
中
央
委
員
会
入
り
し
た
政
治
局
員
は
一
四
名
で
あ
る
が
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
五
名
で
あ
つ
て
、

他
の
九
名
の
う
ち
の
八
名
は
第
二
〇
回
と
第
二
二
回
党
大
会
　
　
一
九
五
九
年
の
第
二
一
回
党
大
会
は
臨
時
党
大
会
の
た
め
中
央
委
員
会
の
改
選

は
行
わ
れ
て
い
な
い
ー
で
、
ま
た
残
り
の
一
名
が
第
二
三
回
党
大
会
で
中
央
委
員
会
入
り
し
て
い
る
。
見
る
角
度
を
幾
分
変
え
て
い
え
ば
、
書

記
長
と
な
つ
て
四
年
を
経
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
政
治
局
で
は
一
五
名
中
の
一
四
名
の
政
治
局
員
が
ス
タ
ー
リ
ン
・
書
記
長
の
下
で
、
ま
た
書
記
長
と

な
つ
て
二
二
年
を
経
た
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
政
治
局
で
は
・
マ
ノ
フ
を
除
い
た
二
二
名
の
う
ち
の
五
名
が
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
の
下
で
、
他
の
八
名
が



フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
下
で
、
中
央
委
員
会
の
委
員
た
り
得
る
ポ
ス
ト
す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
集
団
内
部
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
地
位
を

獲
得
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
影
ば
か
り
で
な
く
、
ス
タ
ー
リ
ン
書
記
長
の
影
す
ら
も

な
お
色
濃
く
残
つ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
中
央
委
員
会
の
委
員
と
な
る
こ
と
と
政
治
局
の
構
成
員
と
な
る
こ
と
と
は
、
指
摘
す
る
ま

で
も
な
く
同
列
に
は
扱
え
な
い
。
た
と
え
、
政
治
局
員
候
補
と
な
る
に
せ
よ
政
治
局
入
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
書
記
長
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き

を
意
味
し
て
い
る
が
、
結
び
つ
ぎ
に
も
濃
淡
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ひ
と
ま
ず
、
政
治
局
入
り
し
た
当
時
の
書
記
長
と
現
実
の
書
記
長
が
異
な
る
場

合
そ
の
政
治
局
員
を
現
実
の
書
記
長
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
協
力
者
」
（
す
莞
邑
と
し
て
と
ら
え
、
ま
た
政
治
局
入
り
し
た
当
時
の
書
記
長
と

現
実
の
書
記
長
が
一
致
す
る
場
合
そ
の
政
治
局
員
を
現
実
の
書
記
長
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
被
保
護
者
」
（
R
＄
葺
器
の
）
と
し
て
と
ら
え
て
み
よ

う
o　

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
、
ヴ
ォ
ロ
シ
β
フ
、
ミ
コ
ヤ
ン
、
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
の
三
名
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
協
力
者
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
等
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
手
で
政
治
局
入
り
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
他
の
一
一
名
、
差
当
つ
て
は
シ
ヴ
ェ
ル

ニ
ク
、
ク
ー
シ
ネ
ン
、
ア
リ
ス
ト
フ
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
イ
グ
ナ
ト
フ
、
ス
ス
・
フ
、
キ
リ
チ
ェ
ン
コ
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
キ
リ

チ
ェ
ン
コ
を
除
く
前
記
の
六
名
は
一
九
五
七
年
六
月
二
二
日
か
ら
二
九
日
に
か
け
て
開
か
れ
た
中
央
委
総
会
で
は
じ
め
て
政
治
局
員
入
り
し
た
わ

け
で
は
な
か
つ
た
。
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
は
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
第
一
書
記
で
あ
つ
た
一
九
三
九
年
に
政
治
局
員
候
補
と
な
り
、
そ
の
後
・

シ
ア
共
和
国
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
兼
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
副
議
長
を
経
て
四
六
年
三
月
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
に
就
任
、
五
二
年
一
〇

月
一
六
日
の
中
央
委
総
会
－
一
〇
月
総
会
で
政
治
局
員
に
昇
格
し
た
が
、
翌
五
三
年
三
月
七
日
の
中
央
委
総
会
ー
三
月
総
会
で
政
治
局
員
候

補
に
格
下
げ
さ
れ
、
つ
い
で
三
月
一
五
日
に
は
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
を
解
任
さ
れ
て
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
議
長
の
ポ
ス
ト
を
あ

て
が
わ
れ
て
い
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
執
行
委
員
会
書
記
を
勤
め
て
い
た
ク
ー
シ
ネ
ン
は
一
九
四
〇
年
三
月
ヵ
レ
ロ
・
フ
イ
ン
共
和
国
の
成
立
と

と
も
に
そ
の
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
兼
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
副
議
長
に
就
任
し
、
五
二
年
の
一
〇
月
総
会
で
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
た
が
、
翌
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年
の
三
月
総
会
で
は
再
選
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
フ
も
チ
ェ
リ
ヤ
ビ
ン
ス
ク
州
党
第
一
書
記
か
ら
一
九
五
二
年
の
一
〇
月
総
会
で
党

書
記
兼
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
た
が
、
翌
年
の
三
月
総
会
で
は
再
選
さ
れ
ず
、
ハ
バ
・
フ
ス
ク
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
議
長
に
左
遷
さ
れ
た

が
、
五
四
年
に
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
党
第
一
書
記
と
な
り
、
五
五
年
七
月
の
中
央
委
総
会
で
党
書
記
（
兼
中
央
委
員
会
・
シ
ア
共
和
国
ピ
ュ
ー
・
i

委
員
）
に
選
ば
れ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
に
モ
ル
ダ
ヴ
ィ
ア
党
第
一
書
記
と
な
つ
た
ブ
レ
ジ
ネ
フ
と
ク
ラ
ス
ノ
ダ
ー
ル
地
方
党
第
一
書
記
の
イ
グ

ナ
ト
フ
は
と
も
に
五
二
年
の
一
〇
月
総
会
で
党
書
記
兼
政
治
局
員
候
補
に
選
出
さ
れ
た
が
、
翌
年
の
三
月
総
会
で
党
書
記
兼
政
治
局
員
候
補
の
ポ

ス
ト
を
失
い
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
海
軍
政
治
本
部
長
に
、
イ
グ
ナ
ト
フ
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
党
第
一
書
記
兼
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
党
第
二
書
記
に

い
わ
ば
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
後
ブ
ル
ジ
ネ
フ
は
カ
ザ
フ
の
党
第
二
書
記
つ
い
で
党
第
一
書
記
と
な
り
、
五
六
年
二
月
の
中
央
委
総
会
で
党
書
記
兼

政
治
局
員
候
補
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
故
に
、
一
九
五
六
年
二
月
の
中
央
委
総
会
に
お
け
る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
政
治
局
員
候
補
へ
の
選
出
も
、
ま
た
翌
五
七
年
六
月
の
中
央
委
総
会
に

お
け
る
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
政
治
局
員
侯
補
の
政
治
局
員
へ
の
格
上
げ
、
ク
ー
シ
ネ
ン
、
ア
リ
ス
ト
フ
、
イ
グ
ナ
ト
フ
の
政
治
局
員
へ
の
登
用
も
彼
等
に

と
つ
て
は
実
は
返
り
咲
き
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
等
は
、
一
九
五
二
年
の
一
〇
月
総
会
選
出
の
政
治
局
が
政
治
局
員
二
五
名
（
局
員

候
補
一
一
名
）
と
い
つ
た
よ
う
に
異
常
に
大
き
な
規
模
で
あ
つ
た
と
は
い
え
、
と
も
か
く
も
そ
の
構
成
員
で
あ
つ
た
。
　
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
お
い

て
す
で
に
党
中
央
あ
る
い
は
連
邦
政
府
の
枢
要
な
地
位
に
あ
つ
た
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
彼
等
は
、
ミ
コ
ヤ
ン
の
よ
う
な
古
参
の
「
協
力

者
」
と
は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
一
応
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
協
力
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
無
論
、
ス
ス
ロ
フ
も
こ
の
よ
う
な
「
協
力
者
」
の

な
か
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
党
第
一
書
記
を
経
て
一
九
四
九
年
二
月
に
党
書
記
兼
モ
ス
ク
ワ
州

党
第
一
書
記
と
な
つ
て
党
中
央
に
復
帰
し
た
そ
れ
以
前
に
、
す
な
わ
ち
四
六
年
の
三
月
に
組
織
局
員
（
一
九
五
二
年
に
組
織
局
は
そ
の
機
能
を
書
記
局

に
移
し
て
解
消
し
た
）
、
四
七
年
二
月
に
は
党
書
記
に
、
そ
し
て
五
二
年
の
一
〇
月
総
会
で
は
政
治
局
員
に
選
ば
れ
た
が
、
翌
年
の
三
月
総
会
で
政
治

局
の
規
模
の
縮
小
に
と
も
な
つ
て
政
治
局
か
ら
は
ず
さ
れ
、
党
書
記
に
専
念
し
て
い
た
が
、
五
五
年
七
月
の
中
央
委
総
会
で
再
び
政
治
局
員
に
選



ば
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
五
五
年
七
月
ス
ス
・
フ
と
と
も
に
政
治
局
員
と
な
つ
た
キ
リ
チ
ェ
ン
コ
は
ス
ス
ロ
フ
の
よ
う
に
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
に
す

で
に
確
固
と
し
た
地
位
を
党
内
に
お
い
て
築
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
四
一
年
二
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
書
記
と
な
り
、
第
二
次
大
戦
中
は

南
西
方
面
軍
軍
事
会
議
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動
し
、
四
四
年
一
月
再
び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
書
記
に
選
出
さ
れ
、
四
五
年
七
月
か
ら
四
九
年
二
一
月

ま
で
は
オ
デ
ッ
サ
州
党
第
一
書
記
に
そ
の
後
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
第
二
書
記
と
な
り
、
五
三
年
五
月
の
中
央
委
総
会
で
政
治
局
員
候
補
に
、
そ
し
て
翌

六
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
第
一
書
記
に
登
用
さ
れ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
（
一
九
五
三
年
三
月
五
日
）
後
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
下
　
　
ス
タ
ー

リ
ン
死
亡
の
翌
日
マ
レ
ン
コ
フ
が
党
第
一
書
記
兼
首
相
と
な
つ
た
が
、
わ
ず
か
九
日
間
で
党
第
一
書
記
の
座
を
お
り
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
が
筆
頭
書

記
と
な
り
、
同
年
の
九
月
か
ら
は
党
第
一
書
記
に
就
任
し
た
ー
で
は
じ
め
て
党
中
央
に
進
出
し
た
政
治
局
員
に
は
、
キ
リ
チ
ェ
ン
コ
の
外
に
ベ

リ
ヤ
エ
フ
、
コ
ズ
・
フ
、
フ
ル
ツ
ェ
ワ
、
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ベ
リ
ャ
エ
フ
は
ア
ル
タ
イ
地
方
ソ
ヴ
ェ
ト
執
行
委
員
会
議
長
か
ら
一
九

　
　
　
　
　
　
ク
ラ
イ

四
五
年
に
こ
の
地
方
の
党
第
一
書
記
に
、
五
五
年
七
月
に
党
書
記
と
な
り
、
そ
し
て
翌
五
六
年
四
月
に
は
中
央
委
員
会
ロ
シ
ア
共
和
国
ビ
ュ
ー
ロ

ー
副
議
長
を
兼
ね
た
。
コ
ズ
・
フ
は
一
九
四
〇
年
に
イ
ジ
ェ
フ
ス
ク
市
党
書
記
と
な
り
、
そ
の
後
中
央
委
員
会
機
関
に
勤
務
し
、
ク
イ
ブ
ィ
シ
ェ

フ
州
党
第
二
書
記
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
の
「
キ
ー
・
フ
」
冶
金
工
場
の
党
オ
ル
グ
を
経
て
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
市
の
党
第
一
書
記
に
、
五
二
年

に
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
の
党
第
二
書
記
、
翌
年
に
は
党
第
一
書
記
に
昇
格
、
つ
い
で
ロ
シ
ア
共
和
国
首
相
に
登
用
さ
れ
た
。
フ
ル
ツ
ェ
ワ
は
一

九
四
二
年
に
モ
ス
ク
ワ
市
フ
ル
ン
ゼ
区
の
党
書
記
と
な
り
、
五
〇
年
に
モ
ス
ク
ワ
市
の
党
第
二
書
記
、
五
四
年
に
党
第
一
書
記
と
な
り
、
五
六
年

二
月
の
中
央
委
総
会
で
党
書
記
に
選
出
さ
れ
て
お
り
、
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
は
四
七
年
に
ウ
ズ
ベ
ク
の
ナ
マ
ン
ガ
ン
州
の
党
書
記
、
党
第
一
書
記
、
つ

い
で
ウ
ズ
ベ
ク
の
党
書
記
、
タ
シ
ケ
γ
ト
州
党
第
一
書
記
を
経
て
五
一
年
に
ウ
ズ
ベ
ク
首
相
に
就
任
、
五
五
年
か
ら
五
七
年
に
か
け
て
ウ
ズ
ベ
ク

党
第
一
書
記
、
五
七
年
二
一
月
の
中
央
委
総
会
で
党
書
記
兼
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
政
治
局
入
り
の
時
点
に
重
き
を
お
い
て

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
と
の
関
係
を
想
定
す
る
と
、
前
記
し
た
五
名
の
政
治
局
員
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
被
保
護
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
八
八
七
）



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
（
八
八
八
）

　
さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
政
治
局
入
り
の
時
点
を
判
定
の
主
た
る
基
準
と
し
て
一
九
五
七
年
の
政
治
局
を
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
と
と
も
に
構

成
し
た
一
四
名
の
政
治
局
員
を
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
協
力
者
」
と
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
被
保
護
者
」
と
に
二
分
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
少
な
く
と

も
こ
の
政
治
局
つ
ま
り
一
九
五
七
年
一
二
月
三
一
日
現
在
の
政
治
局
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
事
実
、
「
協
力
者
」
も
「
被
保
護
者
」
も
と
も
に
フ
ル

チ
ョ
フ
を
積
極
的
に
支
持
し
ま
た
彼
に
協
力
し
て
政
策
決
定
の
責
任
を
分
ち
あ
つ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
は
じ
め
て
開
催
さ

れ
た
一
九
五
六
年
二
月
の
第
二
〇
回
党
大
会
選
出
の
中
央
委
員
会
の
総
会
で
は
、
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
首
相
、
ヴ
ォ
ロ
シ
・
フ
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会

議
長
、
カ
ガ
ノ
ヴ
ィ
チ
（
孕
享
ズ
胃
貰
8
…
）
第
一
副
首
相
、
キ
リ
チ
ェ
ン
コ
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
党
第
一
書
記
、
マ
レ
ン
コ
フ
副
首
相
兼
発
電
所
大

臣
、
ミ
コ
ヤ
ン
第
一
副
首
相
、
モ
ロ
ト
フ
（
甲
3
三
9
8
8
）
第
一
副
首
相
兼
国
家
統
制
大
臣
、
ペ
ル
ヴ
ー
ヒ
ン
（
3
7
幕
富
属
臣
）
第
一

副
首
相
、
サ
ブ
ー
ワ
フ
（
3
9
∩
a
ぞ
8
）
第
一
副
首
相
兼
国
家
経
済
委
員
会
議
長
、
ス
ス
ロ
フ
党
書
記
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
合
計
一

一
名
の
政
治
局
員
と
、
ジ
ュ
ー
コ
フ
（
う
界
巌
貰
8
）
国
防
大
臣
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
党
書
記
、
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
・
ウ
ズ
ベ
ク
党
第
一
書
記
、
シ
ェ

ピ
ー
・
フ
（
尊
↓
・
目
①
冒
溶
切
）
党
書
記
、
フ
ル
ツ
ェ
ワ
党
書
記
、
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
党
統
制
委
員
会
議
長
の
合
計
六
名
の
政
治
局
員
候
補
か
ら
な
る

政
治
局
が
選
出
さ
れ
た
（
そ
の
後
一
二
月
の
中
央
委
総
会
で
シ
ェ
ピ
ー
・
フ
は
党
書
記
を
解
任
さ
れ
た
が
、
翌
年
二
月
の
中
央
委
総
会
で
再
び
党
書
記
に
就
任
し
、

ま
た
レ
ニ
ソ
グ
ラ
ー
ド
州
党
第
一
書
記
の
コ
ズ
・
フ
が
政
治
局
員
候
補
に
選
ば
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
こ
の
政
治
局
の
人
的
構
成
は
ス
タ
ー
リ
ン
を
失
つ

た
指
導
者
集
団
内
部
の
権
力
闘
争
の
一
時
的
妥
協
の
所
産
で
あ
つ
て
、
対
立
は
一
九
五
七
年
の
六
月
に
表
面
化
し
た
。
マ
レ
ン
コ
フ
や
モ
・
ト
フ

な
ど
の
反
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
派
が
政
治
局
の
会
議
の
席
上
で
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
退
陣
を
せ
ま
つ
た
。
し
か
し
、
そ
の
決
着
が
中
央
委
員
会
の
総
会
に

も
ち
こ
さ
れ
た
た
め
に
反
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
派
は
敗
れ
、
彼
等
は
反
党
グ
ル
ー
プ
と
名
づ
け
ら
れ
て
追
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
六
月
二
二
ー
二
九
日

の
中
央
委
総
会
で
、
マ
レ
ン
コ
フ
、
モ
ロ
ト
フ
、
カ
ガ
ノ
ヴ
ィ
チ
、
サ
ブ
ー
・
フ
の
四
名
は
政
治
局
員
を
、
シ
ェ
ピ
ー
・
フ
は
政
治
局
員
候
補
を

解
任
さ
れ
、
ま
た
ペ
ル
ヴ
ー
ヒ
ン
は
政
治
局
員
候
補
に
格
下
げ
さ
れ
た
。
し
か
も
ま
た
、
マ
レ
ン
コ
フ
、
モ
ロ
ト
フ
、
カ
ガ
ノ
ヴ
ィ
チ
、
シ
ェ
ピ

ー
・
フ
の
四
名
は
中
央
委
員
会
か
ら
も
追
わ
れ
、
政
府
の
要
職
か
ら
は
ず
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
政
治
局
員
を
解
任
さ
れ
た
四
名
と
政
治
局
員
候
補



に
格
下
げ
ら
れ
た
一
名
に
か
わ
つ
て
、
政
治
局
員
候
補
で
あ
つ
た
党
書
記
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
と
フ
ル
ツ
ェ
ワ
、
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
州
党
第
一
書
記
の

コ
ズ
・
フ
、
党
統
制
委
員
会
議
長
の
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
、
国
防
大
臣
の
ジ
ュ
ー
コ
フ
の
五
名
が
政
治
局
員
に
昇
格
し
、
ア
リ
ス
ト
フ
党
書
記
、
ベ

リ
ヤ
エ
フ
党
書
記
兼
中
央
委
員
会
・
シ
ァ
共
和
国
ビ
ュ
ー
・
1
副
議
長
、
イ
グ
ナ
ト
フ
中
央
委
員
会
・
シ
ア
共
和
国
ビ
ュ
ー
・
1
委
員
、
ク
ー
シ

ネ
ン
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
副
議
長
の
四
名
が
政
治
局
員
に
選
ば
れ
、
ま
た
政
治
局
員
候
補
に
は
コ
ス
イ
ギ
ン
・
ゴ
ス
プ
ラ
ン
第
一
副
議
長
、
キ

リ
レ
ン
コ
・
ス
ヴ
ェ
ル
ド
ロ
フ
州
党
第
一
書
記
兼
中
央
委
員
会
ロ
シ
ヤ
共
和
国
ビ
ュ
ー
ロ
ー
委
員
、
マ
ズ
ロ
フ
白
ロ
シ
ア
党
第
一
書
記
、
ム
ジ

ャ
ワ
ナ
ッ
ゼ
（
甲
口
・
三
壼
器
轟
葛
Φ
）
グ
ル
ジ
ア
党
第
一
書
記
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
党
第
一
書
記
の
ヵ
ル
ン
ベ
ル
ジ
ン
（
幹
9
ズ
窪
＆
ε
ω
臣
）
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
共
和
国
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
の
コ
ロ
ト
チ
ェ
ン
コ
　
（
挙
Q
ズ
8
8
奉
霞
o
）
、
中
央
委
員
会
付
属
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
レ
ー
ニ

ン
主
義
研
究
所
長
の
ポ
ス
ペ
・
フ
（
亭
＝
・
コ
。
自
雪
8
）
の
七
名
が
新
た
に
選
出
さ
れ
て
計
九
名
と
な
つ
た
。
そ
の
後
、
一
〇
月
の
中
央
委
総
会

で
ジ
ュ
ー
コ
フ
が
政
治
局
員
を
解
任
さ
れ
、
一
二
月
の
中
央
委
総
会
で
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
が
党
書
記
に
選
ば
れ
る
と
同
時
に
政
治
局
員
に
格
上
げ

さ
れ
て
成
立
し
た
政
治
局
が
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
政
治
局
は
反
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
派
と
の

対
決
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
派
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
つ
て
構
成
さ
れ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
協
力
者
」
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
常
に
協
力
を
誓
つ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
　
「
被
保
護
者
」
で
あ
る
か
ら
と
い

つ
て
い
つ
ま
で
も
被
保
護
の
立
場
に
甘
ん
じ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
「
協
力
者
」
が
時
に
は
批
判
者
あ
る
い
は
対
立
者
に
な
る
こ
と
も
稀
で

は
な
い
し
、
「
被
保
護
者
」
が
い
つ
の
ま
に
か
力
を
つ
け
て
協
力
提
供
者
と
な
り
あ
る
い
は
ま
た
批
判
者
と
も
な
る
こ
と
も
充
分
に
あ
り
得
る
。

た
と
え
ば
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
「
被
保
護
者
」
そ
し
て
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
「
協
力
者
」
で
あ
つ
た
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
一
九
五
七
年
六
月
に
は
フ
ル
シ
チ

ョ
フ
を
支
持
し
た
が
、
一
九
六
四
年
一
〇
月
に
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
追
い
落
し
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
書
記
長
と
「
協
力

者
」
あ
る
い
は
「
被
保
護
者
」
と
の
関
係
は
、
た
と
え
ば
政
策
上
の
意
見
の
不
一
致
や
対
立
あ
る
い
は
ま
た
他
の
政
治
局
員
と
の
繋
り
と
い
つ
た

よ
う
な
そ
の
具
体
的
な
展
開
の
な
か
で
常
に
検
討
し
な
お
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
協
力
者
」
と
「
被
保
護
者
」
と
い
う
政
治
局
入
り
の

　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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（
八
八
九
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ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
（
八
九
〇
）

時
点
を
主
た
る
基
準
と
し
た
二
分
化
方
式
は
、
外
界
か
ら
隠
さ
れ
た
政
治
局
内
部
の
力
関
係
を
さ
ぐ
る
最
も
有
効
な
手
掛
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書
記
長
と
と
も
に
一
九
七
七
年
の
政
治
局
を
構
成
し
て
い
る
一
三
名
の
政
治
局
員
を
取
り
上
げ
て
み
る

と
、
ス
ス
・
フ
、
コ
ス
イ
ギ
ン
、
キ
リ
レ
ン
コ
、
マ
ズ
ロ
フ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
「
協
力
者
」
と
い
う
こ
と
に
、
そ
し
て
ク
ラ
コ
フ
、
ウ
ス
チ
ノ
フ
、
ロ

マ
ノ
フ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
「
被
保
護
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
で
は
、
他
の
六
名
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
は
第
八
表
に
み
ら

れ
る
よ
う
に
い
ず
れ
も
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
下
で
政
治
局
員
と
な
つ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ま
ず
グ
リ
シ
ン
、
ペ
リ
シ
ェ
、
ア
ン
ド
・
ポ
フ
を
ク
ラ
コ
フ

や
ウ
ス
チ
ノ
フ
な
ど
と
同
列
に
あ
つ
か
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
グ
リ
シ
ン
は
ソ
連
労
働
組
合
中
央
評
議
会
議
長
と
し
て
一
九
六
一

年
に
政
治
局
員
候
補
と
な
つ
て
お
り
、
ペ
リ
シ
ェ
は
党
歴
や
現
職
の
専
任
ポ
ス
ト
か
ら
し
て
も
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
お
け
る
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク

と
似
た
存
在
で
あ
り
、
ま
た
ア
ン
ド
・
ポ
フ
は
一
九
六
二
年
に
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
書
記
長
の
下
で
、
い
い
か
え
る
と
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
書
記
局
に
二
度

目
の
返
り
咲
き
を
す
る
以
前
に
す
で
に
党
書
記
と
な
つ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
三
名
は
「
協
力
者
」
と
「
被
保
護
」
の
中
間
に
あ

る
が
一
応
「
協
力
者
」
の
な
か
に
加
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
つ
ぎ
に
ク
ナ
エ
フ
、
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
、
グ
ロ
ム
イ
コ
で
あ
る
が
、
彼
等
は
い
ず
れ

も
政
治
局
員
と
な
つ
た
の
は
比
較
的
遅
い
。
ク
ナ
エ
フ
は
政
治
局
入
り
す
る
前
に
す
で
に
共
和
国
の
首
相
と
党
第
一
書
記
の
在
任
経
験
を
つ
ん
で

お
り
、
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
は
共
和
国
の
首
相
在
任
中
に
政
治
局
員
候
補
に
選
ば
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
二
名
は
い
ず
れ
も
政
治
局
入
り

以
前
に
共
和
国
の
党
あ
る
い
は
政
府
の
最
高
指
導
者
と
は
な
つ
て
い
る
が
、
党
中
央
あ
る
い
は
連
邦
政
府
の
ポ
ス
ト
に
就
任
し
た
こ
と
は
な
い
。

ま
た
グ
ロ
ム
イ
コ
は
次
官
や
閣
僚
の
経
験
は
豊
か
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
ポ
ス
ト
に
あ
つ
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の
三
名
も
ま
た

「
協
力
者
」
と
「
被
保
護
者
」
の
中
間
に
あ
る
が
、
一
応
「
被
保
護
者
」
の
な
か
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
七
年
の

政
治
局
に
つ
い
て
は
、
ス
ス
ロ
フ
、
コ
ス
イ
ギ
ン
、
キ
リ
レ
ン
コ
、
マ
ズ
ロ
フ
、
グ
リ
シ
ン
、
ペ
リ
シ
ェ
、
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
の
七
名
が
「
協
力
者
」

ク
ナ
エ
フ
、
シ
チ
ェ
ル
ビ
ツ
キ
ー
、
グ
ロ
ム
イ
コ
、
ク
ラ
コ
フ
、
ウ
ス
チ
ノ
フ
、
ロ
マ
ノ
フ
の
六
名
が
「
被
保
護
者
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
こ
の
二
分
化
万
式
か
ら
単
純
な
予
測
を
す
る
と
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
批
判
者
あ
る
い
は
対
立
者
が
生
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
七
名
の
「
協
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九

（
八
九
一
）

1957年の政治局

アリストフ

ベリヤエフ

ブレジネフ

ブノレガーニン

ヴォロシロフ

イグナトフ

キリチェンコ

コズPフ

クーシネン

ミコヤソ

ムヒトディノフ

ススロフ

フルツエ・ワ

フルシチョフ

シヴェノレニク

1977年の政治局

ブレジネフ

アンドロポフ

グリシソ

グロムイコ

キリレソコ

コスイギン

クラコフ

クナエフ

マズロフ

ペリシェ

ロマノフ

ススロフ

ウスチノフ

シチェルビツキー

第八表　政治局員の党歴

入党年　入党年齢　中央委員会入の時点　政治局入りの時点
　　　　　　　　　委員候補　委員　　　　　　政治局員候補　政治局員

1921　　　　17－18

1921　　　17－18

1931　　　　24－25

1917　　　21－22

1903　　22

1924　　　　22－23

1930　　　21－22

1926　　　　17－18

1904　　　22－23

1915　　20

1942　　　　24－25

1921　　　18一一19

1930　　　　19－20

1918　　24

1905　　　16－17

1
9
9
1
1
7
0
9
0
5
4
1
7
1

3
3
3
3
3
2
4
3
4
1
4
2
2
4

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

※括弧内の数字は月を示す。

24－25

24－25

24－25

21－22

24－25

22－23

21－22

26－27

25－26

15－16

20－21

18－19

18－19

22－23

　　　　1952

　　　　1952

　　　　1952

1934　　　　1939

　　　　1921

　　　　1952

　　　　1952

　　　　1952

　　　　1941

1922　　　　1923

　　　　1952

　　　　1941

1952　　　　1956

　　　　1934

　　　　1925

1952

2
1
2
6
6
9
1
6
6
1
6
1
2
1

5
6
5
5
5
3
6
5
5
6
6
4
5
6

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

　　　　1957

　　　　1957

1956　　　　1957

1946　　　　1948

　　　　1926

　　　　1957

1953　　　　1955

1957（2）　1957（6）※

　　　　　　1957

1926　　　　1935

1956　　　　1957

　　　　1955

1956　　　1957

1938　　　1939

1953　　　　1957

1956

1967

1961

1957－61

　1957

1966

1957

1973

1965

1965

7
3
1
3
2
0
1
1
5
6
6
5
6
1

5
7
7
7
6
6
7
7
6
6
7
5
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



　
　
　
ソ
連
共
産
党
の
政
治
局
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
（
八
九
二
）

力
者
」
の
な
か
か
ら
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
－
）
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q
O
℃
堅
oご
8
8
δ
ω
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詠
ズ
皇
ξ
…
自
至
Φ
突
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℃
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．
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ω
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喰
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oo。

　
（
4
）
．
．
囚
耳
霧
汀
冨
＜
．
ω
ω
の
R
9
ヵ
8
0
旨
、
、
（
臓
ミ
鉢
y
P
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認
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へ
5
）
　
拙
稿
ヲ
連
共
産
党
、
そ
の
エ
リ
ー
ト
の
所
属
民
族
」
（
『
法
学
研
究
』
第
四
八
巻
、
第
一
〇
号
）
に
記
載
し
た
第
四
表
参
照
。

　
（
6
）
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ご
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＞
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四
　
政
治
局
員
の
指
導
経
験

　
一
九
五
七
年
の
政
治
局
員
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
が
政
治
局
員
と
い
う
党
の
階
層
的
な
組
織
の
頂
点
に
あ
る
ポ
ス
ト
に
た
ど
り
つ
く
ま
で

の
そ
の
過
程
を
、
学
歴
と
か
入
党
や
中
央
委
員
会
入
り
の
時
点
と
い
つ
た
よ
う
な
幾
つ
か
の
指
標
を
お
い
て
観
察
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
が
多

様
で
も
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
え
し
て
述
べ
る
必
要
は
な
い
が
、
個
々
の
政
治
局
員
が
政
治
局
入
り
前
に
す
で
に
蓄
積
し
ま
た
政
治
局
員
と
し
て
蓄

積
し
て
き
た
経
験
特
に
政
治
的
経
験
を
、
そ
れ
が
相
互
に
比
較
可
能
の
よ
う
な
か
た
ち
で
整
理
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、

そ
れ
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
政
治
局
員
相
互
の
比
較
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
局
員
の
経
歴
か
ら
み
た
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

局
と
の
比
較
も
ま
た
可
能
と
な
ろ
う
。
第
九
表
と
第
一
〇
表
は
、
こ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
九
表
は
、

一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
を
そ
れ
ぞ
れ
構
成
し
て
い
る
政
治
局
員
の
党
・
政
府
・
労
働
組
合
・
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
と
い
つ
た
分

野
別
の
指
導
経
験
年
数
を
個
別
に
示
し
て
お
り
、
ま
た
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
つ
い
て
の
分
野
別
の
指
導
経
験
者
の



数
（
構
成
比
率
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
局
に
お
け
る
平
均
的
政
治
局
員
の
分
野
別
の
指
導
経
験
年
数
ー
「
指
導
経
験
年
数
」
を
示
し
た
も
の
が

第
一
〇
表
で
あ
る
、

　
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
を
、
ま
ず
党
指
導
経
験
者
の
構
成
比
率
な
ら
び
に
「
党
指
導
経
験
年
数
」
に
つ
い
て
比
較

対
照
し
て
み
る
と
、
第
一
〇
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
党
指
導
経
験
者
の
構
成
比
率
で
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
差
異
は
認
め
ら
れ

な
い
が
、
「
党
指
導
経
験
年
数
」
で
は
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
二
二
・
五
年
に
対
し
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
二
一
・
七
年
と
実
に
八
・

一
年
も
の
差
が
あ
る
。
も
つ
と
も
、
政
治
局
員
の
平
均
年
齢
が
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
五
八
歳
で
あ
つ
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
六
七

歳
で
あ
る
か
ら
、
年
齢
の
上
で
も
九
年
の
差
が
あ
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
「
政
府
指
導
経
験
年
数
」
で
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
六
・
二
年

も
長
く
な
つ
て
い
る
の
で
、
「
党
指
導
経
験
年
数
」
の
差
に
つ
い
て
は
そ
の
内
容
が
改
め
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
党
指
導
経
験
年
数
」
に
み
ら
れ
る
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
の
著
し
い
差
で
あ
る
が
、
そ
の
一
部
は
「
地

方
党
第
一
書
記
経
験
年
数
」
の
差
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
、
「
地
方
党
第
一
書
記
経
験
年
数
」
が
一
・
三
年
ほ
ど
い

い
か
え
る
と
「
地
方
党
書
記
経
験
年
数
」
が
二
・
二
年
ほ
ど
長
く
な
つ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
地
方
の
党
書
記
経
験
が
一
九
五
七
年
の
政
治
局

よ
9
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
八
・
一
年
と
い
う
「
党
指
導
経
験
年
数
」
に
み
ら
れ
る
差
の
大
部
分
を
な
す
も

の
は
「
党
書
記
経
験
年
数
」
の
差
で
あ
る
。
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
一
・
九
年
に
対
し
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
七
・
四
年
と
な
つ
て
お

り
、
し
た
が
つ
て
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
比
較
す
る
と
地
方
党
書
記
経
験
が
よ
り
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
中
央
の
「
党

書
記
経
験
」
こ
そ
が
よ
り
一
層
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
第
九
表
と
第
一
〇

表
の
「
党
書
記
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
書
記
局
の
構
成
員
以
外
に
党
統
制
委
員
会
議
長
と
中
央
委
員
会
・
シ
ア
共
和
国
ビ
ュ
ー
・
1
副
議
長
－

議
長
は
書
記
長
が
兼
任
し
た
ー
を
加
え
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
書
記
局
の
構
成
員
つ
ま
り
党
書
記
の
み
に
か
ぎ
つ
た
場
合
に
は
、
一
九
五
七
年

の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
に
は
ど
の
よ
う
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
党
書
記
経
験
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者
が
一
〇
名
し
か
も
こ
の
一
〇
名
全
員
が
現
職
の
党
書
記
で
あ
つ
て
、
そ
の
う
ち
の
八
名
は
経
験
年
数
二
年
以
下
で
あ
る
。
ム
ヒ
ト
デ
ィ
ノ
フ
の

場
合
に
は
一
ヵ
月
に
も
満
た
な
い
。
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
党
書
記
経
験
者
が
六
名
で
あ
つ
て
そ
の
う
ち
の
四
名
が
現
職
の
党
書
記
で
あ
り

い
ず
れ
も
経
験
年
数
は
一
一
年
以
上
で
あ
る
（
第
一
〇
表
参
照
）
。
し
か
も
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
そ
の
四
名
の
現
党
書
記
は
政
治
局
員
を
兼

ね
っ
つ
党
書
記
経
験
を
豊
か
に
し
て
い
る
。
党
書
記
兼
政
治
局
員
と
し
て
の
在
任
年
数
は
ス
ス
・
フ
が
三
二
年
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
一
．
七
年
、
キ
リ

レ
ン
コ
が
一
一
年
、
そ
し
て
ク
ラ
コ
フ
で
す
ら
す
で
に
六
年
を
こ
え
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
党
書
記
の
経
験
者
数
と
経
験
年
数
の
点
で
は
、
第

一
〇
表
に
現
わ
れ
て
い
る
そ
れ
以
上
の
格
差
が
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
間
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

つ
て
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
比
べ
る
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
地
方
党
書
記
の
経
験
が
尊
重
さ
れ
て
は
い
る
が
、
実

は
そ
れ
以
上
に
中
央
党
書
記
の
経
験
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
「
政
府
指
導
経
験
者
」
ー
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
、
連
邦
の
次
官
以
上
の
ポ
ス
ト
あ
る
い
は
共
和
国
首
相
の
在
任
経
験
者
の

数
と
「
政
府
指
導
経
験
年
数
」
、
お
よ
び
「
閣
僚
経
験
者
」
ー
軍
と
治
安
警
察
関
係
を
除
く
連
邦
の
次
官
以
上
の
ポ
ス
ト
の
在
任
経
験
者
の
数
と

「
閣
僚
経
験
年
数
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
「
政
府
指
導
経
験
者
」
が
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
全
政
治
局
員
の
半
数
以
下
で
あ
る
の
に

対
し
て
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
三
分
の
二
を
こ
え
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
政
府
指
導
経
験
年
数
」
は
五
・
五
年
か
ら
一
丁
七
年
へ
と
倍
増
し

て
お
り
「
閣
僚
経
験
年
数
」
も
四
・
一
年
か
ら
七
・
五
年
へ
と
二
倍
近
く
に
も
の
び
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
よ
う
。
一
九
五
一
年
の
政
治
局
で

は
政
治
局
員
一
一
名
全
員
が
「
政
府
指
導
経
験
者
」
「
で
あ
り
ま
た
一
〇
名
（
九
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
「
閣
僚
経
験
者
」
で
あ
つ
て
、
「
政
府
指
導
経

験
年
数
」
は
一
三
・
五
年
ま
た
「
閣
僚
経
験
年
数
」
も
一
二
・
九
年
で
あ
つ
た
。
こ
の
点
か
ら
み
る
と
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
は
一
九
五
一
年

の
政
治
局
に
似
た
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
局
に
お
け
る
　
「
政
府
指
導
経
験
年
数
」
と
「
閣
僚
経
験
年

数
」
と
の
開
き
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
一
九
五
一
年
の
政
治
局
で
は
わ
ず
か
○
・
九
年
で
あ
つ
た
が
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
丁
四
年
に
、

一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
四
・
二
年
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
開
き
は
主
と
し
て
共
和
国
首
相
の
在
任
経
験
年
数
を
意
味
し
て



い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
よ
り
も
、
地
方
党
書
記
の
経
験
ー
地
方
の
党
指

導
経
験
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
同
じ
よ
う
に
、
共
和
国
首
相
の
経
験
－
地
方
の
行
政
指
導
経
験
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

は
い
え
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
連
邦
政
府
の
指
導
経
験
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
ま
つ
た
く
な
い
の
で
あ
つ
て
、
中
央
の
党

書
記
経
験
の
重
視
が
こ
の
政
治
局
の
特
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
連
邦
政
府
つ
ま
り
中
央
の
行
政
指
導
経
験
の
重
視
が
ま
た
こ
の
政
治
局
つ
ま
り
一

九
七
七
年
の
政
治
局
の
特
徴
と
な
つ
て
い
る
。

　
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
も
全
連
邦
労
働
組
合
中
央
評
議
会
議
長
の
経
歴
を
も
つ
政
治
局
員
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず

つ
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
組
指
導
経
験
者
」
は
同
数
で
あ
る
が
、
労
働
組
合
と
の
か
か
わ
り
方
と
な
る
と
、
両
者
は
大
き
く
異
な
つ
て

い
る
。
シ
ヴ
ェ
ル
ニ
ク
は
す
で
に
革
命
前
か
ら
労
働
運
動
に
参
加
し
て
お
り
ま
た
労
働
組
合
の
指
導
者
と
し
て
党
内
に
お
け
る
確
固
と
し
た
地
位

を
築
い
て
い
つ
た
が
、
中
央
評
議
会
議
長
就
任
以
前
の
グ
リ
シ
ン
に
は
、
労
働
組
合
の
指
導
経
験
は
ま
つ
た
く
な
い
。
グ
リ
シ
ン
の
後
を
つ
い
で

中
央
評
議
会
議
長
と
な
つ
た
シ
ェ
レ
ピ
ン
（
》
寡
目
雪
窪
憂
）
も
ま
た
そ
の
点
で
は
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
労
組
指
導
経
験
年
数
」
は
一

九
七
七
年
の
政
治
局
に
お
い
て
幾
分
の
び
て
い
る
け
れ
ど
も
、
党
中
央
へ
の
進
出
に
は
労
働
組
合
指
導
の
経
験
は
次
第
に
尊
重
さ
れ
な
く
な
つ
て

い
る
。

　
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
（
ズ
窪
8
寓
9
）
i
正
し
く
は
全
連
邦
レ
ー
ニ
ン
主
義
共
産
青
年
同
盟
（
野
Φ
8
6
冒
量
幕
臣
＝
突
苺
ズ
薯
ξ
霞
自
屡
R
蚕
醇

9
臣
三
2
0
需
養
）
に
お
け
る
指
導
の
経
験
者
は
比
較
的
多
く
、
ま
た
指
導
経
験
年
数
の
長
い
政
治
局
員
も
い
な
く
は
な
い
。
一
九
五
七
年
の

政
治
局
の
フ
ル
ツ
ェ
ワ
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
の
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
と
マ
ズ
ロ
フ
は
い
ず
れ
も
共
和
国
・
州
レ
ヴ
ェ
ル
の
指
導
者
を
勤
め
、
そ
う

し
た
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
に
お
け
る
指
導
活
動
の
実
績
に
よ
つ
て
党
内
で
比
較
的
高
い
ポ
ス
ト
を
獲
得
し
て
い
る
が
、
高
等
専
門
教
育
を
受
け
テ
ク
ノ

ク
ラ
ー
ト
と
し
て
出
発
し
た
政
治
局
員
は
、
一
般
に
コ
ム
ソ
モ
ー
ル
指
導
経
験
に
乏
し
い
か
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
経
験
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な

い
。
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さ
て
、
軍
関
係
の
指
導
経
験
者
で
あ
る
が
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
も
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
も
半
数
以
上
の
政
治
局
員
が
軍
関
係
の
指

導
的
ポ
ス
ト
に
あ
つ
た
経
験
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
。
も
つ
と
も
、
指
導
的
ポ
ス
ト
と
な
る
と
、
そ
れ
は
国
防
会
議
の
議
長
お
よ
び
委
員
、
国
防

大
臣
、
国
防
次
官
、
軍
事
会
議
の
議
長
お
よ
び
委
員
、
軍
の
政
治
部
長
、
方
面
軍
司
令
官
、
パ
ル
チ
ザ
ン
活
動
指
導
者
な
ど
と
多
様
で
あ
る
が
、

一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
線
の
前
線
指
揮
官
で
あ
つ
た
ヴ
ォ
ロ
シ
・
フ
や
東
部
・
南
部
戦
線
で
政
治
委
員
を
勤
め
た
シ
ヴ
ェ

ル
ニ
ク
の
よ
う
な
内
戦
時
代
の
軍
指
導
者
は
ペ
リ
シ
ェ
を
除
く
と
見
当
ら
な
い
。
ペ
リ
シ
ェ
に
し
て
も
公
け
に
さ
れ
て
い
る
経
歴
に
は
「
赤
軍
の

な
か
で
党
活
動
に
従
事
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
つ
て
、
さ
ほ
ど
責
任
の
あ
る
ポ
ス
ト
に
あ
つ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一

九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
ペ
リ
シ
ェ
を
除
く
八
名
の
軍
指
導
の
経
験
者
は
い
ず
れ
も
第
二
次
大
戦
中
に
、
し
か
も
主
と
し
て
前
線
も
し
く
は
戦
線

で
軍
指
導
の
経
験
を
つ
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
南
部
方
面
軍
政
治
部
長
や
第
四
ウ
ク
ラ
イ
ナ
方
面
軍
政
治
部
長
な
ど
を
、
ス
ス

ロ
フ
は
外
コ
ー
ヵ
サ
ス
方
面
軍
軍
事
会
議
委
員
や
ス
タ
ー
ヴ
ロ
ポ
リ
地
方
パ
ル
チ
ザ
ン
参
謀
長
を
、
キ
リ
レ
ン
コ
は
南
部
戦
線
第
一
八
軍
の
軍
事

会
議
委
員
を
勤
め
て
お
り
、
マ
ズ
ロ
フ
は
白
ロ
シ
ア
で
パ
ル
チ
ザ
ン
活
動
を
指
導
し
た
。
し
か
も
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
書

記
長
が
現
に
国
防
会
議
の
議
長
を
勤
め
、
ま
た
ウ
ス
チ
ノ
フ
が
国
防
大
臣
の
ポ
ス
ト
に
あ
る
が
、
「
軍
指
導
経
験
年
数
」
が
一
九
五
七
年
の
政
治

局
よ
り
も
○
・
九
年
と
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
短
く
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
専
門
的
な
軍
指
導
者

と
の
私
的
な
繋
り
が
薄
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
治
安
警
察
関
係
の
指
導
経
験
者
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
に
三
名
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
二
名
み
ら
れ
る
が
、
現
連
邦
国
家
保
安
委
員
会

議
長
の
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も
指
導
者
と
し
て
高
い
ポ
ス
ト
に
あ
つ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
イ
グ
ナ
ト
フ
は
入
党
前
の
一
九
一
七

年
か
ら
、
ブ
ル
ガ
ー
ニ
ン
は
入
党
後
間
も
な
い
一
九
一
八
年
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
若
い
チ
ェ
キ
ス
ト
（
‘
Φ
至
3
）
と
し
て
活
動
し
て
い
た
よ
う
で
あ

り
、
ま
た
ペ
リ
シ
ェ
に
つ
い
て
ば
判
然
と
し
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
企
業
の
経
営
管
理
経
験
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
経
験
を
も
つ
政
治
局
員
の
数
は
一
九
五
七
年
の
政
治
局
の
四
名
か
ら
一
九
七
七
年
の
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1957年の政治局員

アリストフ

ベリヤエフ

ブレジネフ

フノレガーニソ

ヴォロシロフ

イグナトフ

キリチェンコ

コズロフ

クーシネン

ミコヤソ

ムヒトブィノフ

ススロフ

フノレツェワ

フルシチョフ

シヴェルニク

1977年の政治局員

ブレジネフ

アンドβポハ

グリシソ
グロムイコ

キリレソコ

コスイギン

クラコフ

クナエフ

マズロフ

ペリシェ

βマノフ

ススロフ

ウスチノフ

シチェルビッキー

　　第九表　政治局員の分野別指導経験年数
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　　　局員の分野別指導経験年数

1977年の　　　　1957年の
政治局　　　　　政治局

13（93）　　　13．5
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4
9
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1977年の
政治局

　21．6

5
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地方党第一i彗記

中央委機関

党書記

政府指導経験者

閣僚

労組

コムソモール

軍

治安警察

管理経験

労働経験

11（73）

3（20）

8（53）

7（47）

3（20）

1（7）

6（40）

8（53）

3（20）

4（27）

11（73）

　　　　　　第一一表

1957年の政治局

　　　　　　　政治局員
　　　　　　　在任年数

アリストフ

ベリヤエフ

ブレジネフ

フノレガーニン

ヴォ冒シロフ

イグナトフ

キリチェンコ

コズロフ

クーシネン

ミコヤン

ムヒトディノフ

ススロフ

フノレツェフ

フノレシチョフ

シヴェルニク

50才未満

50才以上59才以下

60才以上69才以下

70才以上

1一

9
32

2

1一

12

2

18

1一

10（71）

4（29）

7（50）

10（71）

4（29）

1　（7）

6（43）

9（64）

2（14）

8（57）

9（64）

5．3

0．5

1．9

5．5

4．1

0．2

1．3

4．2

0．3

1．7

4．0

政治局員の政治局員在任年数と党書記経験年数

　　　　　　　　　　1977年の政治局

経記
数

書
年
2

党
験

表二
一
　
局

第
年
治

　
51
政

　
19
の

2
6
1
2

2

ブレジネフ

アンドロポフ

2　　グリシン

グロムイコ

キリレンコ

コスイギン

クラコフ

クナエフ

マズβフ

ペリシェ

　　　ロマノフ

10　　ススロフ

1　　ウスチノフ

員
数
20

局
年

治
任

政
在

4
6
4

15

21

6
6
12

11

1
22

1
8　　シチェルビツキー　6

政治局員の年齢構成

1957年
の政治局

　4

5
4
2

1971年
の政治局

7
7
1

6。6

0．9

7．4

11．7

7．5

0．8

1．4

3．3

0．7

2．3

1．4

経記
数
19

書
年

党
験

5

11

12

30

11

ソ
連
共
産
党
の
政
治
局

　　　　　四
1977年　　　六
の政治局
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政
冶
局
の
八
名
へ
と
倍
増
し
て
お
り
、
ま
た
「
管
理
経
験
年
数
」
も
第
一
〇
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
伸
長
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
「
管
理
経
験
者
」

の
構
成
比
率
ほ
ど
に
は
「
管
理
経
験
年
数
」
が
の
び
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
企
業
の
経
営
管
理
経
験
は
次
第
に
尊
重
さ
れ
て
ぎ
て
は
い
る
も

の
の
、
そ
の
時
間
的
な
豊
か
さ
は
政
治
局
員
に
な
る
上
で
は
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
な
お
、
労
働
者
あ

る
い
は
農
民
の
経
験
す
な
わ
ち
労
働
経
験
に
つ
い
て
は
、
学
歴
や
前
述
し
た
「
管
理
経
験
年
数
」
の
伸
長
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
労
働
経

験
者
の
数
も
「
労
働
経
験
年
数
」
も
と
も
に
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
低
下
し
て
い
る
。

　
最
後
に
、
政
治
局
員
の
政
治
局
員
と
し
て
の
在
任
年
数
と
年
齢
に
ふ
れ
て
み
た
い
。
政
治
局
員
と
し
て
の
平
均
在
任
年
数
は
、
第
一
一
表
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
五
・
二
年
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
九
・
六
年
で
あ
る
。
前
者
に
は
在
任
二
〇
年
以
上
の

政
治
局
員
は
一
名
で
あ
る
が
、
後
者
に
は
三
名
も
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
ま
た
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
員
は
年
齢
的
に
も
高
い
。
カ
ト
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ッ
ク
教
会
で
は
枢
機
卿
の
隠
退
年
齢
を
七
〇
歳
と
定
め
て
い
る
そ
う
で
あ
る
が
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
、
ペ
リ
シ
ェ
、
ス
ス
ロ
フ
、
コ
ス

イ
ギ
ン
、
キ
リ
レ
ン
コ
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
五
名
が
枢
機
卿
の
隠
退
年
齢
を
す
で
に
こ
え
て
い
る
。

　
（
1
）
　
指
導
経
験
の
分
類
と
数
量
化
の
基
準
は
リ
グ
ビ
ー
の
採
つ
て
い
る
そ
れ
と
合
せ
た
。
O
や
↓
D
鍔
勾
蒔
び
ざ
．
．
目
ざ
ω
o
〈
一
9
℃
o
一
一
9
貫
2
＞
O
o
馨
冨
鍔
叶
貯
o
勺
8
霞
Φ

　
　
　
一
〇
日
も
一
、
．
あ
ミ
帖
職
恥
ミ
ミ
爵
く
o
一
。
図
蚤
メ
2
9
一
（
冒
蔓
ご
認
）
署
」
㌣
S
本
稿
が
取
り
上
げ
て
い
る
一
九
五
七
年
の
政
治
局
・
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
彼
が
対
象

　
　
　
と
し
た
一
九
五
一
年
の
政
治
局
・
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
の
比
較
を
可
能
に
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
の
作
成
し
た
「
第
五
表
」
と
「
第
六
表
」
に
は
若
干
の
計
算

　
　
　
違
い
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ェ
レ
ピ
ン
に
は
労
組
指
導
経
験
は
無
い
と
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
シ
エ
レ
ピ
ン
は
一
九
六
七
年
七
月
に
全
ソ
労
組
中
央
評
議
会
議
長
に
就
任
し
て

　
　
　
い
る
の
で
、
当
然
、
労
組
指
導
経
験
は
四
年
と
数
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、
指
導
経
験
の
分
類
基
準
つ
ま
り
本
論
の
「
第
九
表
」
と
「
第
一
〇
表
」
の
主
な

　
　
　
項
目
に
つ
い
て
記
す
と
、
「
地
方
党
第
一
書
記
」
と
は
州
・
地
方
・
共
和
国
の
党
第
一
書
記
（
モ
ス
ク
ワ
市
党
第
一
書
記
を
含
む
）
を
、
「
中
央
委
機
関
」
と
は
党
書
記
以
外
の
こ

　
　
　
の
機
関
の
指
導
的
ポ
ス
ト
を
示
す
。
ま
た
、
経
験
年
数
一
年
未
満
は
切
り
捨
て
て
お
り
、
ほ
ぽ
一
年
と
数
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
「
緊
」
と
表
示
し
た
。

　
（
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以
上
に
お
い
て
は
、
経
歴
つ
ま
り
ハ
ー
ド
・
デ
ー
タ
を
つ
か
つ
て
政
治
局
員
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
描
き
あ
げ
る
と
と
も
に
、
蓄
積
さ
れ
た
彼
等

の
政
治
的
経
験
を
類
別
し
数
量
化
し
て
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
の
比
較
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
明
ら
か
な
こ
と
は
、

学
歴
・
青
年
時
代
の
生
活
経
験
や
社
会
体
験
あ
る
い
は
ま
た
ス
タ
ー
リ
ン
の
テ
・
リ
ズ
ム
と
の
か
か
わ
り
合
い
な
ど
に
つ
い
て
も
、
一
九
五
七
年

の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
と
に
は
差
異
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
差
異
は
、
集
約
し
て
い
え
ば
、
一
九
五
七
年
の

政
治
局
で
は
既
存
の
体
制
の
変
革
に
献
身
し
た
「
革
命
の
父
」
が
全
政
治
局
員
の
三
分
の
一
近
く
を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
一
九
七
七
年
の

政
治
局
で
は
新
し
い
体
制
の
下
で
育
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
革
命
の
子
」
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
発
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
と
一
九
七
七
年
の
政
治
局
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
点
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
両
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
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書
記
長
は
全
政
治
局
員
の
過
半
数
以
上
を
占
め
る
党
書
記
を
と
も
な
つ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
一
九
五
一
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
の
政
治
局
と
は
対
照

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
五
七
年
の
政
治
局
で
は
政
治
局
員
を
兼
ね
る
党
書
記
特
に
中
央
委
員
会
書
記
の
数
に
重
ぎ
が
お
か
れ
た
た
め
に
、
党
書

記
経
験
の
質
と
量
が
軽
視
さ
れ
行
政
経
験
の
質
と
量
も
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
た
が
、
一
九
七
七
年
の
政
治
局
で
は
行
政
経
験
の
質
と
量
が
尊
重
さ

れ
党
書
記
経
験
の
質
と
量
も
重
視
さ
れ
た
た
め
に
、
政
治
局
員
を
兼
ね
る
党
書
記
特
に
中
央
委
員
会
書
記
の
数
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

故
、
一
九
五
七
年
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
政
治
局
で
は
改
革
的
な
あ
る
い
は
飛
躍
し
た
政
策
の
決
定
へ
の
抵
抗
は
少
な
か
ろ
う
が
、
政
策
効
果
や
行

政
効
率
へ
の
配
慮
に
か
け
、
ひ
い
て
は
政
治
局
員
を
兼
ね
て
い
る
党
書
記
の
造
反
を
招
く
で
あ
ろ
う
よ
う
な
危
険
が
内
在
し
て
い
た
が
、
一
九
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

七
年
の
ブ
レ
フ
ジ
ネ
フ
の
政
治
局
で
は
政
策
効
果
や
行
政
効
率
へ
の
配
慮
の
行
き
届
い
た
政
策
の
決
定
は
保
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
政
治
局
員

を
兼
ね
て
い
る
党
書
記
特
に
中
央
委
員
会
書
記
に
対
す
る
書
記
長
の
掌
握
力
に
問
題
が
残
つ
て
い
る
。


